
事元期高麗における在来王朝体制の保全問題

森 平 雅 彦

1 1よ じめに

2「世祖旧制」論の検討

3,在来体制保全の形式的枠組み

4,“不改土風"の内実

5  おわり1こ

1. はじめに

朝鮮半島の高麗王朝 (918～ 1392)は 、13世紀後半から14世紀半ばにかけて、大元 (Dai―

ёn yeke mon割 ol ulus一―以下は元と略称)の藩属国となった。この事元期
11こ

おける両国

の国家関係については、元のモンゴル牧民国家的な、あるいは、少なくともそれ以前の中

国王朝一一本稿では “中国を支配した王朝"の謂として使用する一―にはみられない、特

徴的な制度・憤例の運用が注目される。

例えば、歴代高麗王がモンゴル皇族の公主を警って帝室の酎馬 (g�egen)と なり、帝国

の最高支配層である王侯貴族集団の一員 となったこと2。

歴代高麗王がその子弟を質子

(禿魯花 turYav)と してモンゴル皇帝の宿衛 (怯醇 keさig)に 入侍させたこと
3。

高麗の地に

元の最高地方機関のひとつとして征東行省が設置され、高麗王がその長官を兼ねたこと
4。

元の要求のもとで高麗に駅伝 (姑赤 J孤面)が設定されたこと5。

元朝皇帝の宗教 (仏教)

的権威が高麗の支配層や仏教界にも及ぼされたこと6。
元の支配層の求めに応じて高麗から

童女や宦官が送遣されたこと7、
などがあげられよう。これらは主として、高麗と元の一体

化 した側面、換言すると高麗が元の国家体制に統合された側面を表す要素である。

一方で、これに対し、上記とは異なる側面として、両国の関係が「従来の中国の伝統的

な華夷観の範疇から大きく逸脱するものではなかった」
8と ぃぅ点を強調する立場がある。両

国関係の基軸として高麗が独自の王朝体制を維持したことを重視し、これを高麗が中国王

朝に対 して伝統的に行ってきた事大外交一一形式的な君臣関係は結ぶが実際上の独立は失

わない一―の延長線上に捉える視点である。

確かに、14世紀前半の段階で、高麗・元両国において「天下に君臣有 り民社有るは惟三

韓 (高麗)のみ」
9と いう認識が共有されていたこと。またイランの地のフレグ・ウルスに
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おいて、征東行省のことが「独立した一王国である高麗 KouFと 高句麗 Koukll五 ナH の

書」
1° と記述されたことからも、高麗が元とは二定 tと 虞ガJき れ落独自の王国として存続した

ことが、同時代的にも注意されていたことは間違いない。

しかし、この在来玉朝体制の保全という問題を、伝統的な華夷秩序 。事大関係の枠組み

のなかに単純に押し込めて理解 し、これを中心にすえて両国関係の全体的枠組みを説明す

るには、いささか無理があるとおもわれる。前記のごとく、両国のあいだでは、それまで

の中国王朝にはみられない、モンゴル政権に特徴的な制度・慣例が適用されていたし、元

は高麗の統治に関して直接的な干渉をくりかえし行った。こうした事実は、如上の発想の

もとでは例外・異質性・二重性などと片づけられるばかりで、両国関係をそれ自体のあり

方に即して総合的かつ整合的に説明できなくなる。例外の比重が大きいとすれば、そもそ

もこれを中国的な華夷秩序の範疇で説明することの有効性を問い直すべきだろう。高麗独

自の王朝体制がいかなる枠組みのもとで保全されたのか、内実を見極める必要がある。

本稿ではまず、この問題に関する唯―の本格的研究にして、大韓民国の学界では高麗一

元関係史の通説となっている李益柱 [1996b]・ の「世祖旧制」論をとりあげ、その内容を

吟味する。そのうえで、高麗在来の王朝体制を保障する意思決定の形式を再検討するとと

もに、そのもとでの王朝存立の様相を王位と所領をめぐる状況から見直してゆく。そして

最後に、官制・礼制・刑獄など個別の項目ごとに旧習保全の様相を概観する。

2.「世祖旧制」諭の検討

2-1.「世祖旧制」論の内容

李益柱によって提示された、「世祖旧制」論にもとづく高麗一元関係の構図とは、おお

むね次のようなものである。

①1231年 より本格的に開始された侵略戦争に際して、モンゴルは高麗に射 し、貢物と「六

事」の要求を基本とする外交関係を求めてきた。「六事」とは、征服地に対 して要求さ

れる一般的事項で、勝内質」 (人質の提出)、 「助軍」 (軍事協力)、 「輸糧」 (糧食の供出)、

「設駅」 (駅伝の設置)、 「供戸数籍」 (戸籍の提出)、 「置達魯花赤」 (damv通 =監督官)

の設置といった内容からなる。しかし高麗政府が海島 (江華島)にたてこもり抵抗をつ

づける過程で、講和条件となる要求内容は、貢納と国王の親朝、納質、出陸退都などに

変化する。さらに国王親朝の要求は、王太子の親朝に変わつた。

②1259～60年、高麗と世祖クビライ政権 (元)のあいだに和議が成立すると、元は両国の

関係を安定させるべ く穏健な姿勢を示 し、漢法にもとづく伝統的な事大外交の形式が再

現された。すなわち元は当初派遣したグルガチと高麗に展開していた軍を撤収させ、自

らモンゴルに投 じた高麗人の返還を約束するとともに、高麗に対 し「不改土風」 (十日習

の不変更)の原則を提示 した。また開京還都に関しても猶予をあたえた。貢物をめぐる

摩擦が残り、「六事」の要求もひとまず留県されただけだったが、国王元宗の親朝は1264
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年に実現された。

③しかし1268年 になると、元の政権が安定して対外的な積極姿勢が強まるとともに、高麗

に対する態度は硬化した。すなわち出陸遠都と「六事」の要求が再燃し、1269年の権臣

林行による国王元宗廃立事件の結果、元の軍隊とグルガチが高麗に進駐するにいたつた。

講和当初の合意は否定され、王朝然制は維持しつつも、「六事」の義務にしたがい、ダ

ルガチの内政干渉をうけ、種々の物的 。人的な魚担をおうことになった。

④1274年 に忠烈王が即位すると、王がクビライの公主を要って帝室の附馬となったこと、

また日本や南宋の経略において高麗の協力が必要であることから、高麗の地位は相姑的

に向上した。元に対する要求が受け入れられるようになり、貢納は元の一方的な収奪か

ら、高麗が定期的に納付する形式に変化し、さしたる魚担ではなくなった。

⑤1277～78年の金方慶証告事件に際し、忠烈王は元との直接交渉により、自国の重臣にか

けられた謀反嫌疑をはらし、逆に「附元輩」を牽制し、高麗から元軍とダルガチを撤収

させることに成功した。その後、「六事」は高麗支配策としての意味を喪失した。すな

わち「供戸数籍」は免除され、「助軍」と「輸糧」は強化されたものの、一方的な要求

から高麗の自発性を名分とするものに変わり、「納質」と「設駅」は負担感が減退して

いった。かくして、元の官吏・軍隊が常駐せず、不改土風の原則により高麗独自の王朝

体制を維持し、元に対して事大の形式を行うことが両国関係の基本となる。これがのち

に “世祖皇帝の時代に成立した体制"と して、「世祖旧制」と呼ばれることになった。

③一方、元は高麗統制策として冊封権を実質化し、その国制を諸侯国に降等させた。しか

し高麗のごとく事大関係をとりむすぶ外国は他に例がなかった。そこで一般的な対外関

係と高麗の地位を整合化するため、1287年、高麗に元の最高地方機関のひとつとして征

東行省を設置し、高麗工に長官を兼ねさせた。以後、両国間の行政的関係は行省の例に

よることとなった。

以上を要するに、元宗代の後半から再強化され貫徹されたという「六事」の要求を、当

初における元の基本的な高麗統制策と位置づけ、これが1278年前後の画期をへて、のちに

「世祖旧制」と称される体制に転換していったとの理解である。そして「世祖旧制」とは、

王位が元にコントロールされるものの、不改土風の原則にもとづいて高麗独自の王朝体制

を保全しつつ元と事大関係の形式を行う体制であるという。

このような李益柱の議論は、高麗一元関係の変遷をその始点より丹念に追跡し、両国の

関係の基本構造を解明したものとして、多くの関連研究に引用され、
・
通説の地位を獲得し

ている。確かに、従来の研究がイ固別の制度分析に止まっていたことに比べ、各方面に日配

りをした体系的な理解である。かかる問題意識と分析姿勢は、今後とも継承されなくては

ならない。ただし李の見解に関しても問題がないというわけにはいかない。
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2-2。 「六事」について

まず李益1主が「世祖旧制」成立以前の高麗一元関係の基本的枠組みと位置づける「六事」

について検討しよう。この概念は韓国では高柄朔 [1970a17許183;1974390401]|こ よ

り提示された見方である。一方、日本においては、これとは別に乙坂智子 [1997]がモン

ゴルの対外政策の枠組みとして「六事」に注目し、松田孝一 [1996:154]も 月R属勢力に対

するモンゴルの要求を6項 目と捉えている。高柄朔や季益柱の議論をふまえ、筆者 [1998a

8,12]も また「六事」をモンゴルの服属国統制策を指す術語として記述したことがある。

「六事」ということば自体は、至元 4年 (1267)に 元から安南 (陳朝ヴェトナム)に対

して行われた要求について、次のごとくみえるものである。

(上略)未幾、復下詔論以六事。一君長親朝、二子弟入質、三編民数、四出軍役、五

輸納税賦、六勾置達魯花赤統治之。 (『元史J巻209・ 安南伝・至元 4年 9月 )

またこれとほぼ同様な6項 目の要求が、同時期の高麗に対するクビライの詔のなかにも

家古遣北京路惚管兼大定府テ子也孫脱・礼部郎中孟甲等来、詔日、 (中 略)惟我太祖

成吉思皇帝制度、凡内属之国、納質、助軍、輸糧、設駅、供戸数籍、置達魯花赤、已

嘗明諭之央。 (下略)(『高麗史」巻26・ 元宗世家 ,9年 (1268)3月 壬申)

とみえている。これらの史料から、モンゴル帝国は服属国に対 して 6項 目の要求を示すの

が通例であり、その総体を指す術語が「六事」であると理解されてきたのである。

しかし両記事をみれば明らかなように、高麗に姑する要求内容と、安南に姑する要求内

容のあいだには、歴然たる違いがある。すなわち、人質の提出 (納質/子弟入質)、 戸籍

の提出 (供戸数籍/編民数)、 物資の供出 (輸糧/輸納税賦)、 軍事協力 (助軍/出軍役)、

グルガチの設置 (置達魯花赤)は共通しているが、安南については君主の出頭 (君長親朝)、

高麗については駅伝の設置 (設駅)力羽Uに含まれ、他方にはみえないのである。しかし君

主の「親朝」が高麗に対 しても要求されたことは、交戦期 (高麗高宗代)における両国の

交渉内容をみれば明らかである
12。

1268年の要求にこれが含まれないのは、すでにその4

年前、1264年 に国王元宗が入朝を果たしたからである
13。

駅伝敷設の要求がのちには安南

に対してなされたことも、F元史』巻 8・ 世祖本紀・至元12年 (1275)正 月壬辰に

安南国使者還。救以旧制籍戸 '設達魯花赤・袋軍 輸租及歳貢等事諭之。

と確認される。グルガチ設置、軍事協力、物資供出、戸籍提出等の事項とともに「立姑」

が要求されており、それらは確かに以前からの定例 (旧制)に もとづいていたのである。
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つまりT.Allsen[1983:261;1987:114]や松井太 [2002:87-88]が史料に只Πして列挙す

るように、モンゴルが征服先の政権に対して定例的に要求する事項は、少なくとも君長の

出頭、質子の提出、グルガチの設置、戸籍の提出、軍事協力、物資の供出、駅伝の敷設と

いう7項 目にわたるのである。物資の供出については、例えば上記のごとく単に糧食とす

るケースがある一方で、1275年正月の安南に対する要求では「輸租 (租税)及歳貢 (年例

の貢物)」 と区分されるように、対象と状況に応じて様々な形態・内容をとったとみられ、

場合によってはそれらが男U個の要求項目としていくつかに分別された可能性もある。

先行研究でも、高麗と安南のあいだで元の要求内容が異なることは認識されていたが、

にもかかわらず、「六事」が要求全体を総称する術語として用いられてきた。しかしこれは、

ある時点において安南と高麗に姑する要求項目数がたまたま一致したことに幻惑された誤

解であり、 6と いう数に制度としての意味はない14。
また少なくとも7件に及ぶ要求項目

も、あくまで基本原則であり、実際にそのどれをどのタイミングで要求するかは、モンゴ

ル側がケース・バイ・ケースに判断し、柔軟に運用していたのである
15。 ところが先行研

究では、実際の要求項目数とのずれを整合化しようとして、例えば乙坂智子は君主の親朝

と質子の提出を一括して捉え、筆者は旧稿において糧食と軍隊の提供をあわせて軍事協力

とみなした。しかしこれらが別個の要求項目であることは上掲の関係史料に照らして明白

であり、筆者としてはここに旧稿の誤りを訂正しておきたい。

なお前掲した『高麗史』世家所収のクビライ詔では、こうした要求を「太祖成苦思皇帝

制度」 (チ ンギス・カンの制度)と述べているが、駅伝や戸籍の整備は第2代皇帝オゴデ

イの治世になって実施されたことから、上記のような要求体系がチンギスの時代から完備

されていたとはいいがたい16。
しかしクビライがこうした要求について、「凡そ遠適の諸も

ろの新附の国は、我が祖宗、己定の規有り」と述べたように
17、

少なくとも元初には、モ

ンゴル帝国初期にさかのぼる定例として定着していたのであろう。

さて李益柱は、以上のようなモンゴルの月R属 国に姑する定例要求について、1278年以降

高麗統制策としての重みを喪失してゆくとみているが、適切な見方といえるであろうか。

まず、李自身は高麗をめぐる「六事」に含めていないが、君長の出頭から検討してみよ

う。これは帰服に際して恭順の意を確認する一時的な通過儀礼にもみえるが、一度果たさ

れればその後は関知せずというのでは、支配一被支配関係の構築手段として形式的にすぎ

る気もする。他の要求がいずれも継続的な支配に関わる内容であることからすると、モン

ゴル側の必要に応じて随時出頭に応じるような関係を求めていたのかもしれない。少なく

とも高麗に関しては、前述のごとく元宗が1264年 に初の親朝を果たしたが、その後も同工・

忠烈王・忠粛王などが元の求めに応じてしばしば入朝している
18。

質子 (ト ウルガク)の提出については、すでに拙稿 [2001]で詳論したように、元宗か

ら忠恵王にいたる歴代国王がこれを継続していた。李益柱 [1996b:30]は 、忠烈王代初期

以降、人質としての意味合いが薄まり、元に宿衛するだけの形式になったとして、制度が
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形骸イとしたとみているが、これは トゥルガク制度に姑する誤解である。

モンゴルの トウルガクとは、服属の担保 として抑留される単なる人質とは異なる。徴集

された トウルガクは、皇帝の親衛であるケシク (宿衛)に編入され、皇帝に奉仕するが、

ケンクは】R属国の子弟のみならず、むしろモンゴル支配層の子弟を中核として構成される。

かれらは皇帝の身辺警護に加え、その生活や政務に関わる種々の用務 (は詳執事)に従事

する。こうした活動を通じ、ケシクはモンゴル帝国支配層の一員として皇帝直々の薫陶を

うけ、やがては国家の一翼を担ってゆくことが期待されるのである。それゆえ元代、ケシ

クは立身の捷径とみなされ、またその地位は皇帝の恩寵あつい栄誉ある特権と位置づけら

れた。一方、皇帝側からみれば、それは外部勢力を体制内に速やかに吸収・統合していく

ための便法であり、そこにモンゴル帝国の爆発的な勢力拡張の一因があるともいえる。

要するに、 トウルガクがケンクに入ることは、制度の本質的な部分にあたる。高麗は忠

烈王代以降、上記のようなトゥルガク・ケシクの特性を、モンゴル傘下における自国の地

位向上のため大いに活用していたとみられる。したがって、高麗からのトウルガク派遣と

そのケシク参入が定例化されたことは、所期の目的にそつた制度の運用、一面ではモンゴ

ルの体制に対する高麗の適応であって、制度の形骸化を意味するものではない。

次にグルガチについては、帰服直後の1260年 に一時的に置かれたのち、元宗廃立事件を

契機として1270年 に再設され、1278年 まで駐在したことがわかっている
19。 この点は李益

柱 [1996bi 26 28]が叙述するとおり1278年 に明瞭な画期がある。以後、高麗国内にグル

ガチの名目で元の国政監督官がおかれることはなかった。

戸籍の提出については、1269年 に実施された「計点民戸」が関連するとの見解があり
20、

李益柱 [1996b:28]も 同意見である。しかし関係史料では、この施策について元の要求ヘ

の対応とはいわず、姑モンゴル戦争による社会疲弊に応じた野政再建策 (更定貢賦)と位

置づけるのみである
21。

そもそも戸籍提出要求で肝心な点は、単に戸口調査を行うだけで

はなく、そのデータを元に報告することにある。いうまでもなくその目的は、征服地に対

する徴税・徴用の基礎データとして利用する点にある。しかるに1269年 の「計点民戸」の

結果が元に報告された形跡はないのであるから (こ の点は先行研究も認める)、 これをあ

えて戸籍提出要求に結びつける必要性は、必ずしもないのではないだろうか。

1278年 には忠烈王が世祖に「上国の法に依り点戸せんことを請」い、これに対して世祖

は「点戸の若きは汝自ら之を為すべし」と回答した22。
忠烈王の奏請理由は、この直前、

元から「安集百姓」策の検討を求められ、権勢家の処千 (佃戸)撤廃を議論した際、元の

高麗人官僚康守衡から、「必ず点戸を以て奏」するようにとの意見が示されたことが
23、

ぉ

そらく関係しよう。元側の懸念は、これにさきだち高麗駐留の東征元帥析都が、「高麗の

宰相、多く民戸を占匿し、賦役を免避せしむ」と訴えたこと24に
起因するようである。

「上国の法に依り」という文言については、“元の編戸方式を採用して"の謂とも考えら

れそうだが、単に戸籍の形式変更をいうだけでは「安集百姓」策の回容として意味をなさ
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ない。おそらく高麗としては、“元の定例にしたがい"戸口情報を開示することで、懸念

をうけた国内の「安集百姓」状況について元の監督ないし確認をうける意向だったのであ

ろう。しかしその具体的内容については、“元朝政府の手で高麗の戸口調査を行う"と 、“高

麗側から戸籍情報を提出する"と いう二通りの解釈が可能である。

これに対し世祖は “王が自ら行え"と 回答したわけだが、その意味を的確に理解するに

は、このときあわせて忠烈王が、高麗に適任のグルガチを配置することと、倭寇防衛のた

めの元軍駐留を奏請し、世祖がそれぞれ「汝自ら好く之を為めよ」、「汝自ら汝の国人を用

いて鎮戊」せよと回答したことが注意される
25。 ぃずれも高麗の内政は元の関与を求めず

に高麗王が自身の責任で処理せよとの趣旨である。「点戸」に対する回答も同様に考えて

よければ、戸口調査の要請に対する回答だつた場合、“高麗王自身が調査せよ"と の意味

になり、そのデータは元に報告された可能性が出てくる。一方、戸籍提出の申し出に対す

る回答だつた場合、“高麗の戸口情報を元側で把握する必要はなく、高麗王が管理してお

ればよい"と の意味になり、李益柱 [1996b:28]の理解どおり戸籍提出が免除されたこと

になる。

そこで注目されるのは大徳 4年 (1300)イこおける元の闊里吉思の言動である。1299年 に

征東行省平章政事となった闊里吉思は高麗の国制改革を試みたが、その際かれは高麗の戸

籍を入手しようとして失敗した。すなわちかれは、元朝政府に対して「会議司 (高麗の最

高官府)の官、民戸の版籍、州県の彊界を供報するを肯んぜず」と不満を訴えている
26。

しかし高麗では1269年 の「計点民戸」が14世紀初めまで徴税の基礎情報とされていたの

で27、
1269年やその後の戸口情報が元に知られておれば、闊里吉思はこれを高麗の統治に

利用できたはずである。しかしこのときかれが高麗政府のもつ戸籍情報を必要とし、これ

が拒否されて支障が生じるということは、元への戸籍提出がそれまで一切行われなかった

ことを意味しよう。ここから、1269年 の戸口調査の結果は元に報告されず、また1278年 に

は高麗の戸籍提出の申し出に対し、世祖がこれを免除したことが推定されるのである。

このように元が戸籍にもとづいて高麗の民戸を把握することはなかったとみられるし、

すでに知られているように組織的な徴税が行われることもなかった。このことは高麗―元

関係の重要な特徴である。1278年 という年は世祖が戸籍提出の免除を明言した点で意義深

いが、免除されてきたという状況はもとよリー貫していたのである。なお李益柱 [1996b:

28]は 、戸籍の提出によつて高麗の徴税権が奪われるかのように述べているが、それは王

朝の喪失を意味しよう。しかしモンゴルに従属した他の王朝もそうであるように、徴税の

実施とともに既存の政権がただちに否定されるわけではない28。
元が高麗で徴税を行つた

場合でも、住民からみれば高麗政府と二重の搾取が行われる状況になったはずである。

軍事協力については、李益柱 [1996b:29-30]の指摘どおり、日本侵略への協力に加え、

その後もナヤン・カダンの乱、紅巾の乱といった元の内乱にも出兵ないしその準備にあた

ることがあつた。また日本が元の敵性勢力として存在するなか、高麗が征東行省の運営を
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通じて帝国東方辺境の防衛を担う体制が成立したことも
29、

軍事貢般の一鈎といえる。た

だし李は、軍事協力が当初元側からの一方的な要求であったのに姑し、忠烈王が附馬となっ

てからは帝室姻戚としての自発性を前提とする形式に変化 したとする。しかしモンゴルの

立場では、皇帝配下の諸勢力は当然自ら進んで軍事貢献の責務を果たすべきであり、当初

の高麗のごとくこれに消極的であることは譴責の対象となるのだから、高麗が見かけの自

発性のもとで軍事協力にあたることが制度の変質といえるかは疑問である。

すべからく協力的であるべきことは、各種物資の進献・供出も同様である。このうち高

麗が軍糧や賑血米の供出に応 じたことは、李益柱 [1996b:29]の指摘どおりである。一方、

貢納に関して、李 [1996b:25]は 忠烈王代の初期に免除されたケースや高麗側から自主的

に納めるようになったケースをあげ、その軽減を指摘 しているが、これはあくまで一部の

事例である。元側から必要物資を随時に要求し、あるいは使臣を派遣 して直接捜索にあた

る行為は、李 [1996a:270翌 74]自 身も整理しているように事元期を通じて確認される。

そして各ケースにおける負担の軽重も、時期がくだるにつれ、関係史料が貢納の事実のみ

記して高麗側の受け止め方についてあまり触れなくなる部分があるため、慎重な評価を要

する。例えば忠烈王代後半以降の貢女要求について、 F高麗史』世家に坂出する関係記事

はその負担感について多 くを語らない。しかしそれが当事者やその家庭に深刻な苦痛をあ

たえていたことは、1335年 に起草された貢女廃止の建議書の内容から充分に窺われる
30。

ところで、1309年 に元から頒降された「高麗国王封曾祖父母父母制」には、高麗王が元

帝室と姻成関係を結んだことにより「其の方物を時貢するを罷」めたことが記されている
31。

この「時貢」とは、『元史』世祖本紀・至元 8年 (1271)～ 18年 (1281)の各年正月の記事

に、高麗の賀正使が「歳幣」または「歳貢」をもたらしたとあるものに相当すると考えら

れる。これは新年の慶賀そのものとは別途に、「兼」ねて献 じられる年例の貢物だったよ

うだが、1282年以降は記録がなくなる。一方、1295年 に賀聖節使金之淑が元廷で庭実 (献

上品の陳列)を行ったことや
32、

1326'1328・ 1332年の高麗の賀正使の入朝記録にそれぞれ

「奉方物」「献方物」「貢方物」とあることからも窺われるように
33、

各種の慶賀を名目とす

る進献はひきつづき行われていた。歳幣という形式の貢納はおそらく1281年 を最後に免除

されたが、その他の様々な名目の進献・供出は、定期的または随時に行われたのである。

最後に靖赤の敷設についてだが、李益柱 [1996b:30-31]が 述べる高麗の負担感の軽減

という問題は、そもそも制度の趣旨とは関係がない。元宗代に開設され忠烈王代までに整

備された高麗国内の姑赤
34が

維持されている限り、元側の要求はみたされているのである。

以上のように、服属国への元の定例要求に関する李益柱の所説には、多 くの疑問を提起

することができる。この問題に関して李が強調する1278年前後の変化は、グルガチの廃止

について確認されるが、戸籍提出とそれにもとづく徴税は終始実施されず、その他の要求

は物資供出について一部内容的な変化があったものの、基本的に貫徹されていたといえる。

各種の要求を一括 りのセットとみれば、その一角が崩れただけでも体制の変質といえるか
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もしれないが、これらは状況に応じて個別に運用されてゆく性格のものである。戸籍提出

の免除が世祖によって明言されたことは、これが将来にわたって保障されるために重要な

意義をもつが (後述)、 グルガチの置廃を除き、各種要求の施行状況そのものに根本的な

変イとが生 じたとはいいがたいのである。

2-3。 「世祖旧制」について

月及属国に対するモンゴルの定例要求に関する李益柱の理解に問題がある以上、当然これ

を前提とした「世祖旧制」の議論にも影響が及ぶが、そもそも「世祖旧制」という史料に

もとづく用語をきわめて限定的な内容に捉える李の所説には疑間がある。

『経世大典』『元典章』その他の元の法制史料をみれば明らかなように、「旧制」という

用語は決して特殊な術語ではなく、個々の政治事案に関する過去の規定や判例をさす一般

的な用語である。そこには「世祖旧制」やこれに相当する文言もしばしば現れるが、例え

tゴ 『憲亘通紀続集」後至元 6年 (1340)8月 1日 (『永楽大典』巻2609)に は、

(上略)一、欽惟、世祖皇帝、臨御以茶、励精求治、事有不便於国害及終民者、許諸

人上書言事、可採者、量加た賞、言不可採者、並無罪責、載諸簡冊、其於激引言路。

可謂極央。今後監察御史・廉訪司官、並依世祖皇帝旧制、極言所見、母崚灰職。(下略)

という聖旨の一節がある。すなわち “世祖の治世には、国家や民のための建言であれば、

それが採用に値しない内容であっても、論者を罪責しなかった。そこで今後は、かかる「世

祖皇帝の旧制」に則って、監祭担当官はきちんと所見を開陳せよ"と いう内容である。

また『経世大典』姑赤 (『永楽大典』巻19421)の 一節には

〔廷祐 7年 (1320)4月〕二十九日、参議速速奏、昨奉旨令写進通政院・兵部所管姑

赤縁由沿草来上、今謹進呈。上覧畢日、世祖皇帝時、達達・漢人姑、係通政院管領。

今可依旧制、悉帰之通政院。

とある。すなわち、通政院と兵部が管轄する姑赤の沿草を上奏したところ、皇帝 (仁宗)

は、世祖のときに達達と漢人の姑は通政院によって管理されていたので、かかる世祖の「旧

制」にしたがって、すべての姑を通政院の管下に置くよう指示したというものである。

李益柱が論考 [1996bi 3]中で「世祖旧制」の事例としてあげた史料にも、高麗の在来

体制を維持しつつ伝統的な事大関係の形式を基調とする高麗―元関係の枠組みという氏の

論旨とはずれるものがある。まず『高麗史』巻32・ 忠烈王世家 。28年是歳 (李は同年12月

条として言及)の場合には次のようにある。
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是歳、遼陽省奏帝、請併征東・遼陽為一省、移司東京。王上表云、 (中略)又上中書

省書日、照得、小邦最係辺遠重地、隣近未附日本国、自於至元十八年大軍過海征進之

後、至元二十年、欽奉世祖皇帝聖旨、委付当職行征東省事、威鎮辺面、管領見設慶尚

道合浦等処井全羅道両処鎮辺万戸府、摘撥本国軍官・軍人、見於合浦・加徳・東茶・

蔚州・竹林・巨済・角山・内礼梁等所把鯰回去処及耽羅等処、分俵置立烙獲、暗蔵船

兵、日夜看望、巡綽専一、隧備日本国賊軍勾当、到今不曾有失節次。曾獲日本賊人、

移杏省院聞奏了。当今知得、遼陽行省官員、欲要将遼陽行省井本国征東行省草罷、却

要遼陽府在城合併、改立行省、移苔都省、定奪去詑。為此参詳、本国合浦等処辺面、

相去遼陽府、地理極遠。耽羅又比合浦等処、至甚鴛遠。術有辺面啓稟緊急公事、往廻

遅滞、切恐失惧、深繋利害。今来若不啓稟、慮恐都省未知便否、約若依准遼陽行省所

擬、合併本省、差為未便。更兼照得、本省即係元奉世祖皇帝聖旨立到。若家准苔、止

令当職依旧行征東省事、専委威鎮東方極辺未附日本国辺面勾当、似望不致失惧辺関事

務。拠此合行苔稟。伏望、都省照詳定奪、聞奏施行。

元の遼陽行省が征東行省の併合を画策した際、その不当性を主張した忠烈王の上書だが、

李はここにみえる2ケ 所 (下線部)の「世祖皇帝聖旨」、もしくはとくに後者を自身のい

う「世祖旧制」にあたるとみているらしい。しかし前者は明らかに至元20年 (1283)に忠

烈王を征東行省の職務 (行征東省事)に任 じた個別具体的な聖旨 (お おせ)を指す。また

同じような文章構造となる後者のくだりを素直に読めば、征東行省 (本省)の設立 (立到)

を命じた世祖の聖旨とみるのが自然だろう。これが李のいう「世祖旧制」を指すとすれば、

征東行省の設立根拠としては間接的で論理が飛躍するし、少なくとも、単に聖旨というだ

けでは元側に具体的な合意が伝わるまい。

次に『高麗史』巻39・ 恭愁王世家・ 5年 (1356)10月 戊午の場合、元に対する恭愁王の

奏請が収められ、そこに次のような一節がある。

(上略)世皇、東征日本時、所置万戸、中軍・右軍・左軍耳。其後増置巡軍・合浦・全

羅・耽羅・西京等万戸府、並無所領軍、徒侃金符、以奢宣命、召誘平民、妄称戸計、

勒令州県不敢差発、深為未便。如家欽依世祖皇帝旧制、除三万戸鎮守日本外、其余増

置五万戸府及都鎮撫司、乞皆革罷。 (下略)

すなわち、元制により設立された万戸府のうち中軍・右軍・左軍の 3万戸のみを残し、

巡軍 。合浦 。全羅・耽羅・西京等の万戸、及び征東行省の軍政担当部門である都鎮撫司を

廃止する許可を求めたものである。ここで論拠とされる「世祖皇帝旧制」 (下線部)も 李

の所説のごとく解 したところで文脈とはかみあわない。ここでは記事中にも明記される高

麗での万戸府配備に関する先例、すなわち当初は世祖が日本遠征の際に中軍・右軍・左軍
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の3万戸のみを置いたという措置を指すのである。

律令のごとき体系的な成文法をもたなかった元では、政策判断の基準として先例を重視

する判例主義がとられた。そこでは、時時の皇帝が聖旨 (ジ ャルリグJarliγ)と して下し

た裁定が決定的な法源となり、皇帝に限らずとも歴朝の様々なレベルにおける規定・判例

を参照 しながら政策が審議・立柔されていく
35。

「世祖旧制」とは、そうした個々の政策判

断の過程で参照された世祖代の規定・判例をひろく指す用語なのである。

上掲史料にもみられるように、高麗と元のあいだの懸案事項も判例の積み重ねにもとづ

いて交渉・検討がなされているが、もう少し事例をあげておこう。

[高麗史』巻33・ 忠宣王世家・忠烈玉34年 11月 辛未に収める忠宣王の教書の一節には、

(上略)一、先於至元十二年欽家世祖皇帝遣阿禿囚来伝聖旨、又羹至元二十八年予与

鄭可臣・柳清臣等詣紫檀殿裏親奉世祖皇帝聖旨云、同姓不得通婚、天下之通理。況爾

国識会文字、行夫子之道、不応要同姓。時有李守丘、伝説柳清臣、又伝訳鄭可臣。本

国因循、未還邊革耳。自今若宗親警同姓者、以違背聖旨論、宜要累世宰相之女為室、

宰相之男、可聴要宗世之女。若家世卑微、不在此限。 (下略)

という内容が記される。高麗王室で伝統的に行われてきた族内婚の習慣をいましめ、通婚

相手を「累世宰相」の家門から選ぶように、つまり族外婚を指示したものである。ここで

は至元12年 (1275)の世祖の聖旨、ならびに至元28年 (1291)の世祖の聖旨において高麗

の同姓婚を問題視 していることを引いて、かかる決定の根拠としている。

また李斉賢の『益斎乱藁』巻 6に収める「在大都上中書都堂書」には次のようにある。

(上略)往者、歳在戊寅、有遼氏専撃号金山王子者、駆掠中原之民、東入島嶼、陸梁

自騨。太祖聖武皇帝、遣吟真・礼刺両元帥討之、会天大雪、銚飩不通。忠憲王、命趙

沖・金就幅、供資糧助器伎、檎妖狂賊、疾如破竹。於是両元帥、与趙沖等、誓為兄弟、

万世無忘。又於己未年、世祖皇帝班師江南、忠敬王知天命之有帰、人心之牧服、政渉

六千餘里、迎舞子淋梁之地。(割註略)忠烈王、亦男修朝凱、未嘗少'解。故得置降公主、

世為附馬、而不更旧俗、以朱其宗社、繁世祖皇帝詔旨是頼、当其立天下各処行省、独

於小邦不置。後因東征日本、雖有名額、不拘常選。大徳中、教闊里吉思為耳目官、因

其陳言、都省商量上奏、本国曾蒙世祖皇帝聖旨、休改旧本俗、但換官名、今全都改換、

不宜也者。成宗皇帝可其奏、即令闊里吉思回来。仁宗皇帝、於鼠兒年四月、降聖旨、

高麗田地立省的、不棟是誰、休題奏者。欽此。可見列聖存
llh之

深意。今聞、朝廷欲於

刻ヽ邦立行省比諸路、若其果然。其如世祖皇帝詔旨何、其如列聖存 lllll之 意何。 (下略)

すなわち、従来の征東行省を改編して高麗に新たな行省を立て、元の直轄下におこうと
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いう元側の動きに対する高麗側の反論だが、「世祖皇帝詔旨」によつて旧俗を改めずに宗

社を保つことが詐され、それゆえ征東行省の人事も元の常選によらないとされたこと。大

徳年間に関里吉思が高麗国制の改変を目論んだ際にも、世祖皇帝の聖旨にもとづいてその

中止を求める高麗側の要請が成宗皇帝により承認されたこと。そして仁宗皇帝のネズミ年

(1312)に は高麗に他地域と同様な行省を設立することを提案してはならないという聖旨

がくだされたことなど、歴代皇帝の聖旨が根拠として列記されている。

このように高麗でも、ある政策の妥当性を主張ないし検討する際に参照される元朝某皇

帝の聖旨とは、ある時点で当該事案に関連してくだされた個別具体的な “おおせ"を指し、

その意思決定やこれにもとづく措置がのちに当該皇帝の「旧制」と呼ばれたのである。こ

れに対して李益柱は、史料中の「世祖旧制」や「世祖皇帝詔旨」等の用語を、忠烈王代初

期に決定された高麗・元関係の枠組みを等しく指す術語として、限定的に捉えてしまった

のである。もちろん李がとりあげた問題に関わる「世祖旧制」もある。しかし、上記のご

とく様々な事柔に関しても一般的に用いられる用語であるから、いかなる事案に関する、

世祖のいつの規定 。判例であるかを個別に確認しなくてはならないのである36。

なお李益柱が自説の一環として指摘した元による高麗王位の冊封権の強化という見方も、

1278年 に状況の転機をおく所説には疑間があり、これについては後述する。また高麗のよ

うに事大形式を行う王朝が他にないため、征東行省をおいて元の地方行政体系の一角に位

置づけたという説明も疑間である。まず事実として高麗は征東行省が置かれてからも一個

の王朝として元と通交している37。
行省の設置によりそのことがどうカモフラージユされ

るであろうか。そもそも高麗が伝統的な事大外交を行う例外的存在だからといって、その

ことが問題視される必然性はない。冊封にもとづく宗属関係はあくまで中国王朝の対外通

交形式のひとつであり、al1 0r nothingの 選択が迫られるものではないからである38。
高麗

が元に事大する別個の王国であるという位置づけをなくせば、高麗と同様な体制保障を好

餌として日本や安南に帰附をよびかけていた元の立場にも矛盾してしまう。

結局、李益柱が「世祖旧制」という用語で提起したのは、高麗在来の王朝体制を保全す

る枠組みの問題であつた。しかし先例主義をとる元では、不変の制度が最初から固定され

ているわけではなく、状況が推移するなかで、いかなる先例をどのような形で参照・評価

するかによつて、判断が変わり得る流動性をともなっていた。そのような時時の判例が蓄

積されてゆくプロセスこそが、高麗の在来王朝体制が保全される枠組みを、政策決定の形

式的側面から理解するうえで、まず把握されなくてはならないのである。

3.在来体制保全の形式的枠組み

3-1.高麗王位とその統治権限

『高麗史』巻25・ 元宗世家・元年 3月 丁亥には、1259年 にモンゴル宮廷に派遣された高

麗太子供 (の ちの元宗)が、憲宗モンケの急死をうけ、対南宋戦から帝位奪取のために北
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上するクビライと沖梁の郊で対面した際、クビライがこれを大いに歓迎したとの逸話が伝

えられている。しかし最近瑠三号 [2007:83-87]が指摘したように、高麗太子とクビライ

の出会いは単なる偶然か、少なくともその時点では、“供が高麗の臣属相手にクビライを

選んだ"と いうほどの重みはなかったのが真相とみられる。またクビライ側の “歓迎"も

真実味が疑われ、同じ条文中にクビライが供に対して充分な迎接を行わなかったことが記

されるところから、“高麗世子の来帰は天意である"(今其世子自来帰我、此天意也)と いっ

た特別な意味が当初から付与されていたわけではないことが窺われる。こうした記事は、

後代、おそらく高麗と元の関係が深化した13世紀末以降の言説にもとづく可能性が高いと

おもう
39。

このような形で始まった高麗・元関係だが、趙良弼・廉希憲などの世祖のブレインが太

子を積極的に懐柔して高麗の帰服を確保すべきことを進言した結果、太子を優待するとと

もに、折しも死去した高宗に代わる新国王に指名して帰国させることとなったのである40。

ここでまず注意したいのは、モンゴル政権が征服先の王朝を存続させることは決して特

殊な現象ではないということである。例えばグルジア王国
41、 ルーム=セ ルジューク朝

42、

キリキア=アルメニア王国
43、 ルーシ諸国

44な どがあげられ、自ら進んでの帰服だったが

ウイグル王国
45も

独自の王朝体制を維持した政権である。高麗もそうした王朝のひとつと

いえるが、高麗に関しては、関係構築に際して中国伝統の形式・作法が採用されたことが

重要であろう。すなわち冊封
46、

王印の授与
47、

元号の制定と頒暦といった行為である。

このうち冊書による王の任命は、それ自体が高麗王位保障の判例となる。ただし王位が

録障されても所領が安堵されなければ、王国としての実体は損なわれる48。
むろん王位の

保障が統治権限の保障をも含意し得るであろうが、ときには元側がそのことを明言する場

合もある。すなわち1260年 に元宗が即位のため帰国する際には、「旧彊を完復」して「田疇」

を「安」んじ「家室」を「保」つことを認め49、
翌年同工にくだされた世祖の手詔には、

「東方諸国を統治すること故の如し」とある
50。

さらに忠烈王の即位に際してくだされた詔

には、「世子に命じて国王の勾当を承襲せしめ、凡そ所属に在りては並びに節制を聴す」

とある51。
忠宣王以降に関しては、即位時に元からくだされた詔類の内容が不明なケース

も多いが、忠穆王の場合、国政を「整治」し「有衆」 (人民)の「生業」を録全せよとの

詔がくだされたように52、
同様な趣旨の言質をくりかえし得ていた可能性はある。

高麗に姑するかような方針は元が日本を招諭する際にも明示されている。すなわち『異

国出契』に収められた至元 6年の日本国王充て元中書省の牒の一節には、

至子高麗、臣属以来、唯歳致朝聘、官受方物、而其国官府土民、安堵如故、 (中 略)

其当詳体聖天子兼容井包混同無外之意、析然敷順、特命重臣、期以来春、奉表閉下、

尽畏天事大之礼、保如高麗国例。
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とある。高麗の「官府土民は安堵すること故の如」くしたといい、日本が帰服すれば「高

麗国の例の如 く」保全することを約束している。

元より以前であれば、中国王朝が高麗王を冊封するといつても形式上のことであつた。

高麗狽Jが自ら選んだ王を中国側が追認するだけのことであり、中国側の意向が王位継承を

左右する事態にはいたらない。しかし元の場合、李益柱が指摘するとおり王位承認権が実

質的な効力をもち、元側の意向に関わつてくりかえし国王の廃立が行われたことが重要で

ある。忠烈・忠宣・忠粛・忠恵の各王が重辞を経験 し、また瑞興侯映や洛王局のごとく傍

系の王族が元側勢力の支持を背景に高麗王位を窺つたことは周知のとおりである。しかし

こうした状況の萌芽は、李益柱がいう1278年の「世祖旧制」成立に伴うことではなく、す

でにそれ以前の段階で胚胎 していたとみるべきであろう。

すなわち元の王位承認権の実質性は、ひとつには高麗の王位継承候補者の身柄を元側が

確保することによつて担保されている。具体的には、主にケンクや トゥルガクという形式

のもと、王位継承権をもつ王子や前王 (退位後の国工)が元廷に入侍することで53、
元の

承認なくしては次期国王の襲位が実現しないという状況が生み出されている。かかる状況

は、1271年 に当時王世子だつた忠烈王が トゥルガクとしてケシクに入つた時点から生じて

おり、また成 り行き上ではあったが、元宗が即位する際もモンゴルに入朝中であつた。

もちろん、元による王位継承への介入を受け入れるか否かは、最終的には高麗の為政者

の選択にかかつてくる。それゆえ新国王に指名されて帰国途上にあつた元宗が西京 (平壊)

にしばし滞留した際、世祖は自らが指名した新王が高麗に受け入れられなかったものと疑っ

た
54。

しかし元の指名した国王を否定することは、その政治的・軍事的な脅威にさらされ

るリスクを負う。実際1269年 の権臣林行による元宗廃立は、元の権威に対する挑戦とみな

され、その軍事・外交圧力のもとに挫折し、高麗は一時存亡の危機にもたたされた
55。

このように元の意向が高麗の工位継承に直接関与し得る環境とその先例は、すでに元宗

代までに生み出されていたと考えられる。ただし不正常な国王交替が相継いだことは、単

に高麗の為政者が元の干渉に抵抗できなかつたことを意味するのではない。むしろ多くの

場合、自ら政権交替をめざし、あるいは当該国王の交替を容認する高麗国内勢力のある種

主体的な意志と動きが、並行ないし先行していたことに注意する必要がある。

襲位時等における王位と統治権限の安堵に加え、高麗の在来王朝体制の保全に重要な意

味をもったのが、李益柱 も注目する世祖の不改土風の詔である。この旧習保全の勅許は、

高麗に対する世祖の特別な配慮として記憶され、様々な場面で言及されている。例えば元

に対する貢女の廃止を訴えるなかでの「賜詔書奨諭日、衣冠典礼、無墜祖風」 という言

及
56、

恭愁王が国内の元朝外戚の粛清を正当化するなかでの「世祖許其不改旧俗」という

言及
57、

また、元朝政府で高麗を直接続治しようという立省策動 (後述)に対する反紺論

での「其在本国、礼楽刑政、聴従本俗、不復以朝廷典章拘制」
58と ぃぅ言及などがそれであ

る。そしてこの勅許は単に個別の制度習慣のみではなく、「世祖大加褒賞、即降聖訓、不
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改lil谷 (依 1凸 書嶺」
59、

「ホ支1白杏、政快貴崇在、繁世祖皇帝詔旨是頼」
60な どとあるように、

ひろく高麗在来の王朝体制を保障するものとみなされていた。それゆえ上記の立省策動に

対 しては、“国俗を変更する行為"と の批判がむけられたのである
61。

かかる世祖の勅許については、従来、1260年 に高麗が帰服 した直後にくだされた詔にみ

える「衣冠は本国の俗に従い、上下皆な更易せず」
62と ぃぅ文言が該当すると考えられてき

た。しかし F益斎乱菓』巻 6・ 同桂松坂贈元郎中書には、世祖が高麗に姑し「屡しば詔旨

を頒ち、旧俗を改むること母からしむ」とあるので、世祖から複数回にわたり同趣旨の勅

許が くだされたことが窺われる。そこで事実関係を確認すると、まず1270年、高麗駐在の

ダルガチが奴輝法を変改しようとした際、世祖は「本国の旧俗に従」うように詔したとい

ぅ
63。

また1274年 の忠烈王の即位にあたり、世祖は、「卿既に爵を襲いて王と為る。往きて

国に就けば、凡そ爾の祖宗の定制、或いは墜失すること母 く、旧に依り之を行え」
64と

勅し

たという。さらに1278年、忠烈王が元の丹R制 を高麗本国で導入したことを報告したのに対

し、世祖は「汝の国の礼、何ぞ返かに廃せるか」と回答 したという
65。

これらの聖旨には衣冠や奴理の制に限って述べられたものが含まれ、その場合、必ずし

も在来体制全般の維持をうたったものとはいえない。しかし後代の論者が解釈によつて一

般化することは可能である。とくに衣冠の制は王朝秩序に直結する事柄であり、高麗帰服

直後における衣冠の旧俗保障などは、はじめから在来体制全般の保障を合意していた可能

性もある。すなわち、その直後に安南に対 してくだされた世祖の詔諭には

(上略)諭本国官僚士庶、凡衣冠典礼風俗百事、一依本国旧例、不須更改。況高麗国

比遣使来請、己経下詔、悉依此例。 (下略)

とある
66。

衣冠・典礼など風俗百事はみな本国の旧例によることを保障しているが、その際、

高麗に対 しても同様な詔をくだしたと述べている。しかしこの時点までに高麗に対する旧

俗の全面保障を明言した史料は確認できないので、衣冠に関して言及された上記の旧俗保

障を指して、このように述べているのではないかとおもうのである。

以上のように、高麗に対する世祖の在来体制保全の勅許は、1260年以外に少なくとも3

件の判例を積み重ねていた。参照した判例を具体的に特定する言及がない限り、個々の議

論において判例全体を意識しているのか、一部のみを念頭においているのかは判別しがた

い。 1件の判例のみを想定するならば、文言としては1260年 よりむしろ1274年のものが包

括的な内容である。また上記以外に判例があつた可能性も排除できない。さらに世祖代よ

りのちの記録に発令者が世祖であることを示さずに不改土風の詔が言及される場合、世祖

以外の皇帝による決定を念頭におくか、あるいはそれを含めている可能性もある。前掲し

た『益斎乱藁』巻 6・ 在大都上中書都堂書の記事などは、複数の皇帝による不改土風の意

思決定が具体的に列挙された好例である。元の法制の特質を考えた場合、不改土風の詔の
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性格は、ひとまずこうした判例の集積として理解 しておく必要があるだろう。

しかし、かくして保全された高麗の在来王朝体制も必ずしも安泰ではなかった。前述の

ごとく1269年 の国王廃立事件に際しては高麗の廃絶も考慮された。またその後も立省策動

が数次にわたり展開されている。これは高麗王によって運営される征東行省を元が直轄し、

高麗を元朝政府の手で直接統治しようとするものであり、忠宣王初年 (1308頃 )、 忠粛王

10年 (1323)、 忠粛王17年 (1330)、 忠恵工後 4年 (1343)に 起こった
67。

忠粛王後 5年

(1336)に も漢人の慮康忠らが高麗の廃絶を上奏 している
68。 こぅした企図に姑 しては、不

改土風の詔や、従来型の征東行省運営が世祖の意思によること、あるいは風土と文化の異

なる高麗を直接統治することの経済的・技術的な負担が指摘され、結果的にすべて頓挫 し

た。 しかし先例重視とはいえ、否、むしろそうであるからこそ、別の先例や基準が参照さ

れることで、方針が変わる可能性が潜在 していたのである。

また高麗の国政執行機関として在来の政府機構が常に単独で存在したわけではなく、元

側の官人が常駐するケースがあったことも見逃せない。まず高麗国達魯花赤と日本遠征に

関わる軍官である
69。

1260年 に高麗が元に帰月Rし た際、あわせてグルガチが派遣されたが、

クビライの指示ですぐに帰遠した。しかし1270年 に再遣され、高麗政府に対する監督官と

して王都に駐在することになった。またグルガチの再遣とときを同じくして元の屯田軍 (種

田軍)が設置されたが、その経略使である析都は洪茶丘らとともに東征元帥府を構成し、

1274年の第一次日本遠征を指揮した。攻撃失敗後、洪茶丘は元の内乱 (シ リギの乱)鎮圧

に転戦 したが、析都は高麗に留まって開京近郊に司令部を置いた。かれらの進駐は直接に

は日本遠征のためであり、高麗への国政介入を名目とするものではなかったが、析都は1277

～78年の金方慶証告事件の取調べに介入し、また前述のごとく高麗の佃戸問題について元

本国に通報した。洪茶丘も金方慶証告事件に際しては自ら願い出て高麗にもどり過酷な取

調べを行った。しかしこの事件が高麗政府に有利な形で決着するとともに、それまで高麗

に駐留していた元軍とグルガチは、1278年 をもって撤収することになった。このように、

高麗国達魯花赤と元の軍官による国政干渉は比較的短期間におわった。

しかしその後も忠烈王代の終盤には征東行省の幹部に元の官員が増置されることがあり、

その期間は少なくとも1298～99年、1299～ 1301年 、1304～05年、1307～08年 に及ぶとみら

れる
70。 この措置は高麗国政の監督・支援という名目だったが、1299～1300年 に平章政事と

して赴任 した闊里吉思の場合、官制・奴婢制などの大規模な国制改変を企図し摩擦を起こ

した。

1287年に設立された高麗統治機関としての征東行省自体は、高麗政府の最高機関である

都会議使司に対 して衛付 (上司から下司に対する文書)を用いたこと71か
らみて、高麗政

府の上にたち、これを指揮・監督する立場であつたと考えられる。上記の例外時期を除け

ば高麗王が唯―の高官として統括 していたため、高麗政府の統治の障得となる要素は小さ

いかにおもわれるが、元の機構が高麗政府と並存する状況は、少なくとも制度形式面では、
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国内統治における在来政府の非絶汁化を意味しよう。また実際に行省僚属の政治姿勢が高

麗在来の体制と摩擦を引き起こす場面もあったのである (後述)。

このように在来の王朝体制は維持されたが、一時的とはいえ元の官員が常駐 し、また征

東行省の存在が高麗政府の統治に制約を加え得る状況が生じていた。在来の統治機構はも

はや唯一絶対の存在ではなく、少なくとも潜在的に、相対化されていたのである。

3-2.版 図と領民

王朝の存立要件としては、君主の地位とその統治権限に加え、統治の姑象である版図と

領民をあげなくてはならない。前述のごとく、これらは大枠において保障されていたもの

の、しかし旧状がそのまま保たれたわけではなかった。

まず高麗の版図の一部が元の直轄下に編入されている
72。

1269年、権臣林行による国王

廃立事件の際、西北面兵馬使営吏の桂坦は、慈悲嶺以北の高麗西北地域をもって元に内属

した。廃立事件に対する対抗措置として当時高麗の所領分割も検討していた元
73は

、これ

を受け入れ、翌年東寧府を設立した。同地域はその後1290年に返還されるまで、元の直轄

下にあった。また済州島における三別抄の反元抗争が1273年に鎮圧されたのち、海上の戦

略要地である同島も元によって直轄され、グルガチが統治した。その官府は招討司、軍民

都達魯花赤総管府、軍民安撫司と変遷し、1294年 になって高麗に返還された。一方、高麗

が元に帰服する直前の1258年 、和州以北の高麗東北辺がモンゴルに内属 し、雙城総管府が

設置された。本府は1356年 に恭愁王が武力奪還するまで事元期を通じて存続している。

領民をめぐっては被虜人・流亡民の刷還が問題となった
74。

対モンゴル戦争の過程では

多くの高麗人が捕虜として連行され、また混乱を避けて国外に流出した。これについて元

は1260年 に、己未年 (1259)以 降の被虜人と流亡民は推刷、返還することを約束 し
75、

忠

烈王代を中心に刷還事業がくりかえされたが、その様相は表 1の ごとくである。

元宗元年 (1260) 王万戸、男女60余人を帰す

也速達、金賓鼎・金大材等100人 を放還

世祖より前年春以降に被虜・逃来した人民は放還との詔あり

元、逃虜の人440余戸を帰す

西京や元軍に逃托した民の推刷を奏請

大将軍郭汝弼らを西京に遣わし逃民を推究

中書省に上書して述逃の人口の返還を要請

少卿趙愉を東寧府に派遣して適逃の人物を推刷

中郎将康之召卜を元に遣わして人物を推用1するも得ずして還る

大府少ヂ趙喩らを東寧府に遣わして人物を推刷

北京 。東京・東寧における庚午年 (1270)以 来の逃虜の人の推刷を元に要請

郎将趙城らを東寧府に遣わして人物を招刷

少ヂ趙愉らを東寧府に遣わし谷州・遂安・殷栗の人物を推刷

少升趙愉らを東寧府に遣わし己未年 (1259)以 来西海の民の亡命者を推刷

親従将軍朴廷らを東寧府に遣わし夫匠を推刷

元宗11年 (1270)

元宗12年 (1271)

元宗15年 (1274)

忠烈 2年 (1276)

忠烈 4年 (1278)

忠烈 5年 (1279)

忠烈 6年 (1280)

3月

4月

5月

11月

6月

11月

8月

11月

2月

7月

9月

10月

2月

正月

表 1 被虜人 。流亡民の推刷事業
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忠烈 8年 (1282)

忠烈 9年 (1283)

忠烈10年 (1284)

忠烈■年 (1285)

忠烈12年 (1286)

忠烈17年 (1291)

忠烈18年 (1292)

忠烈20年 (1294)

忠烈23年 (1"7)

忠烈30年 (1304)

忠宣 3年 (13■ )

忠粛12年 (1325)

忠粛王代

忠恵元年 (1331)

忠粛後 8年 (1339)

雙城からの民戸返還に関する中書省の牒あり

親従将軍鄭仁卿を進藩、中郎将鄭福均を東寧府に派遣し人物を推刷

大将鄭仁卿らを遼陽・北京に遣わして流民を推刷

正郎魏文愕らを開元路に遣わして人物を招刷

咸平宣慰使、雙城に逃入した本国の人口を推刷

元断事官・途東宣慰使、東真北面に遣使して本国の適逃の人口を刷出

己未年 (1259)以来逃入した本国人口を送還するとの帝命あり

副知密直司事金匠を東真に遣わし流民を推刷

将軍金位良を東京・溶州等処に遣わし人物を推刷

元卿を遼陽路に遣わし己未年 (1259)以 来の被虜の人物を推刷

遼陽行省と己未年 (1259)以 来の被虜・流徒の人を分棟し帰せとの帝命あり

帝、速藩における己未年 (1259)以 来の被虜・流民を推刷することを許可

元、途陽路に遣使して被虜 ,流民を推刷し350戸 を帰す

知密直司事高世を藩陽に遣わして人物を推刷

会議評理趙藁を藩陽に遣わして人物を推刷

元の中書省に己未年 (1259)2月 以降の逃虜の人口の推刷・返還を要請

女真・洪肯・三撒・禿魯死・海陽等地に逃入する吏民多し。趙眩は海陽で60

余戸、のちにまた100余戸を推刷して返還

雙城・女真・遼陽・溶陽に逃入した民の刷還を奏請

義州・静州の人が鴨緑江を渡って流出、遣使して安撫

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

７

９

３

９

正

３

５

８

８

正

５

２

４

８

Ю

月

月

典拠 『高麗史』世家、同巻■1・ 趙政伝、『高麗史節要』、『拙藁千百』巻2・ 国王与中書省請刷流民書

みられるように、対象地域は北方近隣の遼陽・洛陽 。雙城・東寧を中心に、開元 (現吉

林省方面)や北京 (現内象古自治区赤峰市寧城県を中心とする地域)な ど、さらに北方・

西方に及んでいる。 しかし『‡出藁千百』巻 2・ 国王与中書省請刷流民書の一節に

累家朝廷特遣使臣、与途陽省及征東委官、会刷帰之、而毎縁土官占春、刷之不悉。又

予至治元年入朝以後、五載之間、国人失於防閑、逃入遼洛・開元地面、不知其数。

とあり、F高麗史』巻36・ 忠恵王世家・元年 (1331)4月 庚寅に収める流民刷遠の奏請に

(上略)本国以此累次差官、前去遼陽・溶陽等処、欲行分棟、所在官司、濫称軍戸、

或称農眠、温遇不刷者久央。而又比年間、本国州県当役人民、井官寺私奴輝人日、逃

往途陽・洛陽・雙城・女真等処、影避差役、散漫住坐。雖或差人前去、将欲推刷、所

轄官司、井頭目人、恒自挟帯、当欄不与、甚為未便。(下略)

とあるように、現地官憲の隠匿・妨害、また避役 した良民や公私奴婢の新たな流亡という

イタチごっこが繰 り返され、なかなかおもうように進展しなかった模様である。

また元朝政府の禁令にも関わらず高麗住民の駆掠はしばらくつづいた。1260年 には畢千

戸・金千戸が放遠された高麗人190余名を連れ去った
76。

1271年 に珍島の三別抄が鎮定され

た際にも多 くの島民が元軍に駆掠されている
77。

1278年 には遼陽の人が高麗国内に潜行し

て民を駆掠していることが発覚した
78。

同年に高麗駐留の元軍が撤収する際にも良民の駆
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掠が懸念されたが
79、

ぁゎせて高麗の女性と婚姻した兵士の家族の帰属も議論されている。

まず元側では、妻家の族党と詐称 して高麗人を帯同することを禁 じたが
80、

高麗側では加

えて父母が許した妻以外の帯同を禁じた81。 これに対 して元は、翌年、兵士の妻子がみな

抑留されているとの懸念を示 し、高麗側は、婚書の有無を確認したうえでの措置であると

反論したが
82、

元は、すでに子のある妻は夫に従わせるように指示 している
83。

以上は高麗からの人口流出だが、逆に元側の人口が高麗に流入する現象もみられる。1272

年、元の諸王忽刺出は高麗界内にある自己の逃民を推刷 しようとしたが、元朝政府は高麗

の民を動揺させるとしてこれを制止した
84。

1275年 には高麗に済州逃漏人物推刷色が設置

されたが
85、

元直轄下の済州島から高麗国内に流亡 した人戸を推刷するためであったとみ

られ、元による済州島民の刷還も1276年 と1293年 に実施されている
86。

また1276年 には東寧

府の千戸韓慎が訪れて人物を推刷 し
87、

1286年には雙城の流民を推刷せよとの帝命がくだっ

た
88。

1296年 にも帖木児が遣わされてきて雙城の人物を推刷し
89、

1302年 には伯都事羅が遣

わされてきて遼洛の人物を分抹 した9°

。1347年 にも高麗政府が交州道都巡問使に雙城の人

口を検括させているが
91、

おそらく交州道地域 (おおむね現在の江原道西部に相当)に雙

城の民が多数流入していたのであろう。1287年 にモンゴル・オッチギン王家の当主ナヤン

がクビライに反旗を翻 した際、高麗は同工の部下である庚超なる人物を捕斬しているが、

かれはナヤンの命によりその逃亡兵を捜索するため高麗を訪れていたのだった
92。

また『元

典章』巻57'刑部・諸禁・禁誘略・過房人口に収める延祐 3年 (1316)の 記事には、養子

縁組の名日で連れ出された中原 。江南の子女が高麗等の地で不法に売買されていることが

記されている。

これらはいわば高麗に本来居住すべきではない人々に関する問題であったが、元朝政府

ないしその一部勢力が、意図的にその人戸を高麗国内に移置する場合 もあった。その第一

は流配地としての利用であり、表 2の ような事例が確認される。

表2 元から高麗への流配例

年 次 流配者 流配地 備 考 出 典

1275(忠烈 1) 盗賊100余人 耽羅 当時耽羅は元直轄 高麗史28'忠烈世家・元年4月壬子

1277(忠烈 3) 盗賊40人 徳州 当時徳州は元直轄 高層史28・ 忠烈世家・3年 3月丁巳

1277(忠烈 3) 罪人33人 耽 羅 当時耽羅は元直轄 高麗史28・ 忠烈世家・3年 5月茂成

1277(忠烈 3) 罪人40人 耽 羅 当時耽羅は元直轄 高麗史28・ 忠烈世家.3年 8月庚辰

1278(忠烈 4) 罪徒13名 霊岩郡披蘇島 高麗史28'思烈世家・4年 8月辛巳

1278(忠烈 4) 罪徒24名 費城郡乃老島 高麗史28'忠烈世家,4年 8月幸巳

1280(忠烈 6) 皇子愛牙赤 大青島 高麗史29,忠烈世家・6年 8月丙子

1283 (用【ア19) 室刺只 大青島 高麗史29,忠烈世家,9年 9月庚申

1288(忠烈14) 大王闊闊フ 大青島 高麗史30,忠烈世家・14年 6月丁巳

―-153-一



1289(忠烈15) 大王石列施 人物島 高麗史30'忠烈世家 ,15年 9月庚辰

1289(忠烈15) 大三野里不花 高鸞島 高麗史30'忠烈世家・15年 9月庚辰

1289(忠烈15) 大王撒里只 与音島 高麗史30'思烈世家・15年 9月庚辰

1292(忠烈18) 阿里禿大王 方益島 カダンの党 高麗史30・ 忠烈世家,18年 3月 戊年

1292(忠烈18) 賊党塔也速 白御鳥 カダンの党か 高麗史30・ 忠烈世家 ,18年 4月癸亥

1292(忠烈18) 賊党閣吉出 大青島 カダンの党か 高麗史30'忠烈世家 '18年 4月癸亥

1292(忠烈18) 賊党帖亦速 烏也島 カダンの党か 高麗史30・ 忠烈世家・18年 4月癸亥

1292(州ユ烈118) 吟丹下大王 霊興島・祖月島 カダンの党 高麗史30・ 忠烈世家,18年 4月庚午

1310(忠 宣 2) 寧 王 不 明 謀叛の罪 高麗史33.忠宣世家・2年 9月 己卯

13■ (忠宣 3) 平章迷里不花 烏安島 丞相三費奴の党 高麗史34・ 忠宣世家・3年 2月辛未

1317(忠粛 4) 魏王阿木吾 耽羅→大青島 高麗史34・ 忠粛世家・4年間正月壬申

1322(忠粛 9) 徽政院使羅源 耽羅 元史28・ 英宗本紀・至治2年正月癸未

1324(忠粛■) 字刺太子 大青島 高麗史35'忠粛世家 ,11年正月丙辰

1330(忠粛17) 太子妥催帖睦爾 大青島 のちの順帝 高麗史36・ 忠恵世家 ,思粛17年 7月丁巳

1340(忠 恵後1) 事蘭笑大王 耽羅 高麗史36.忠恵世家・後元年2月丙成
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みられるように、当初は一般的な罪囚を元の直轄地に流配することから開始された模様

だが、のちにはモンゴルの諸王や高官が高麗の島嶼部に流配されている。そのなかには元

の政争・内証に関わるケースがみられ、高麗の管理責任もそれだけ重かったと想像される。

高麗国内には他にも元の権益が分布していた。1279年、元は馬150匹 を高麗に送り、諸

島に放つている
93。

また1293年 まで珍島には元直轄下の済州島民が入植していた94。
その済

州島には1276年 頃より帝室直属の牧場が開設され、元より移り住んだ牧子 (吟赤)の集団

が牧畜に従事していたが、かれらは1294年 に同島が高麗に返還されたのちも、事元期を通

じて当地で活動していた95。
元の「太史府」(天文を掌る太史院のことか)も 高麗に田・民

を保有したようで、1349年 にその調査が行われている96。 またとりわけ注目されるのは、

「皇慶初」年 (1312)に 元に帰服した「朔方春王八騒迷思」 (お そらく元と対立してきた中

央アジアのモンゴル王侯のひとりであろう)と その部民を高麗に移住させる計画が元で議

論されたことである97。 この目論見は元の高麗人宦官方臣祐の反汁で実現しなかったが、

かれがあげたその理由は、“狭降な高麗の地に牧民を同居させると高麗の民とトラブルを

起こす (高麗地狡多山、無所田牧。北俗居之、必不楽、徒令東民驚動、或不能按堵耳)"

というものだつた。高麗の地にモンゴル王侯とその部民が居住すること自体が、高麗の版

図に対する侵害として問題視されたわけではないのである。

モンゴル王侯など分権的な政治勢力の集合体である元では、各勢力の権益が、それぞれ

一円的で排他的な空間のなかにまとまるというより、各地に大小様々な単位で分散し、モ

ザイク状に混在する様相を呈した。高麗王家の掃里 (sa'u� =宿駅)や土地をはじめとす
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る権益 も元国内に点在 している
98。

逆に高麗本国も、程度の差はあれ、そうした元本国と

同様な政治的・社会的環境のなかに組み込まれていった部分があるのではないだろうか。

以上のように高麗の在来王朝体制は、世祖以来の勅許を連守するという形式のもとで維

持されてきた。もとより個別の政策審議では様々な観点からそのメリット・デメリットが

検討された (であろう)が、そのうえで在来王朝体制の維持という先例を踏襲することが

選択されたのである。ただしそれは元の政治秩序や社会環境が徐々に浸潤してくるなかで

のことだった。そのため、高麗がそれまで経験してきた中国王朝との宗属関係とは異なり、

その自己完結的で排他的な支配空間に動揺が生じた側面を有するのである。

4.“不改土風"の内実

保障されたはずの高麗在来の王朝体制も、実際には元との関係のなかでその影響をうけ、

多くの変化をこうむっていた。ただ一言で影響といっても、元側の意思が作用しているケー

スと、高麗が元の制度・習慣等を自主的に参酌 したケースがあり、どちらのケースに属す

るのか史料上明確ではない場合も多い。また一見、元の影響に起因することが明瞭ではな

い変化のなかに、実はそのようなものが含まれている可能性もある。この問題は今後いっ

そう緻密な分析を必要とするが、ここでは高麗在来王朝体制の保全問題に対する元側の姿

勢という当面の関心にしたがい、ひとまず元側の意思の直接的ないし間接的な作用が現時

点で看取される事項を中心に、状況を概観することにしたい。

4-1.官 制

元の意向により最も大きく変化したのが、官制をはじめとする高麗の国制である。高麗

在来の国制は、君主を天子・皇帝に擬 した内容を多 く含み、中国からみれば僣擬となる。

ただ宋・遼・金などはこれを表だって問題視することもなかったが、元の場合は異なり、

忠烈王元年 (1275)に 、“すでに太子を世子と称 し、聖旨を宣旨と改めたが、官号が朝廷

と同じものも同様に処理すべきであり、また宰相の数を削減せよ"と 通告してきたのであ

る
99。 この時点ですでに太子や聖旨などの語は改称されていたが、さらに全面的な調整が

求められたわけであり、ただちに官制が改定された
lCXJ。

その大要は『高麗史』百官志を一

瞥すれば明らかだが、例えば中書門下は尚書省とあわせて袋議府となり、枢密院は密直司

に、御史台は監察司などと一新された。また翌 2年 (1276)に 1ま グルガチの指摘により宣

旨、朕、赦、奏などの用語を改めた
1°1。 これは、天子・皇帝の格式をそなえ、唐宋風の三

省六部体制を祖型とする高麗の伝統的国制が、やがて、中国冊封下の諸侯国としての格式

のもと、最高議決機関たる議政府の下に六曹が配置される朝鮮王朝の国制へとシフトして

ゆく、第一の転機となるものであった。

ただしこれで官制や僣擬の問題が解消されたわけではなく、忠烈王24年 (1298)に即位

した忠宣王は、“先に官制を改定したが、元制と同じくして改めないもの、異なるのに改
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めたもの、改定した称号が古容にそぐわないものがあるので、改定 。統廃合を行う"こ と

を指示 した
1°2。

しかしこのときの官制改編は、司徒・司空・侍中など中国風の官号が復活

したことに加え
1°3、

その企図自体が元側の反発を招き、忠宣王が年内に失脚する一因となっ

たようである。翌年元は “先朝が定めた官府と受宣の人員 (帝命で元の官職をうけた者)

は変更せず、檀に変えたものは改正せよ"と 1°4、
旧状の回復をはかっている。忠宣王の改

革はあくまで元制との整合化を目的としていたが、自国の官制ですら、元の承認をうけぬ

まま独自に変更することは、専断の批判をうける危険性をともなっていたのである1°5。

忠烈王27年 (1301)、 征東行省平章政事の闊里吉思が、高麗の「王京裏外諸司衛門州県

総三百五十人処・設官大小四千三百五十五」の存在が民の負担となっていると指摘したこ

とで、再び官制の改定が示唆された1°6。 このとき元が “高麗の祖宗旧法を変更することに

ついては先朝でも官号改定を行つているゆえ支障ない"と判断したことは注目される。不

改土風の詔よりも先朝 (世祖代)に官号改定を行つた事実の方が遵うべき先例とされたの

である。先例主義による高麗在来体制保全の危うさが窺われよう。翌月高麗は内外の官を

統廃合し、元と同じ官名を改めた
1°7。 ただし必ずしも徹底されなかったらしく、例えば慶

尚道の梁州はこのとき密城と統合されたようだが、忠烈王30年 (1304)に 復旧している
1°8。

1308年 に復位した忠宣王は、再び官制改革を実施する1°9。
しかしここでも元の決重喜が

「恒に官号を改む」と非難し、忠宣王元年 (1309)、 ゆえなく失職・降格した人員を旧来ど

おり勤務させ、あるいは衡門を新設して勤務させ、一度改めた近侍・茶房 。三官・五軍も

復旧するという措置がとられた11°
。当時王は武宗皇帝カイシャン擁立の功労者として威望

を高め、皇太弟アユルバルワダ (の ちの仁宗)と その母后ダギからも寵遇されていたが、

それでも独断専行という批判は避けねばならなかったのである。その後も同工 2年 (1310)

に諸司と州郡号の再改定が行われているが
1・

、元との関わりは不明である。

任官については、世祖が高麗への人事介入を要請された際に、「官人に法侑J有 り、国に

君有り、朕何ぞ焉に預らんや」と述べ、これを拒否したという逸話がある112。
しかし_方

では、その世祖が、功績のあつた高麗使に大職を加えるよう高麗側に指示した例もある113。

また最高官府である会議府は、忠烈王 5年 (1279)、 高麗側の要請により元から正四品

の銅印をあたえられ
114、

元の品階体系のなかに位置づけられることになった。つづいて同

7年 (1281)に は従三品に格上げされ
115、

同19年 (1293)に は勅命により都会議使司と改

称して従二品の格付と両墓銀印があたえられた116。
かかる措置は、高麗の機構が元朝政府

の認証をうけたことを意味するが、同時に両国政府の一体化を導く可能性を字んでいた。

事実、忠烈王30年 (1304)には、柳清臣・朴景亮らが元の二品官府に相当する都会議使司

の官を帝命により叙任すべきことを提案したが、“高麗の政令が元廷より発せられる事態

を招く"と の反封により却下されている
lV。

その他、忠烈王 5年 (1279)に は元の中書省より官庁間の「来文行移」 (文書往復)の

体例が伝達されている118。 しかし現在確認できる当時の高麗国内の官庁間文書 (城隆神に
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姑するものを含めて)は、いずれも吏読文の朝鮮語で記された高麗独特の貼という形式で

あり、元制が大幅に導入されていたとはいささか考えにくい119。
ただ高麗王が征東行省丞

相を兼任 したことにともない、王と元の中書省や枢密院との間では、苔文 (二品以上の官

府・官人間の互通文書)が交わされるようになっている
120。

4… 2.王室

前述のごとく事元期には元の意向が絡んだ国王の交替が頻繁に行われ、重辞が連続した。

とりわけ1343年の忠恵王の廃位に際しては、元使によって暴力が行使されたほどである
121。

また傍系王族による襲位運動がしばしば展開された。かかる不正常な事態は、不改土風の

名のもとに反論することも可能だったはずである。実際、事元期以降においては、忠宣王

の庶子である徳興君の襲位を元側から要求された際、ときの恭慈王は不改土風の詔に背く

として反論 している
122。 ところが事元期においてはそうした言説がみられない。

忠烈王元年 (1275)、 世祖から聖旨が くだされ、高麗王室が伝統的に行ってきた族内婚

の風習が批判された
123。

至元28年 (1291)に も同様な聖旨があったが、これらの指摘に対

してときの忠烈王政権はとくに対応せず、忠烈王34年 (1308)に いたり、忠宣王が如上の

聖旨にもとづいて宗親の族内婚を禁じた
124。

またつづいて外従兄弟の通婚に対する禁令も

出されたが
125、

何らかの関連性を有する措置だったのかもしれない。

4-3.民 政

前述のごとく元は高麗において戸口調査やこれにもとづく体系的な徴税・徴用を行なわ

なかった
126。

忠烈王12年 (1286)に 元が遣使して「商人税銭」 (商税であろう)を徴収し

た例が一件のみ確認されるが
127、

継続的な実施にはいたらなかったようである。

住民統治に関する元の干渉は、民生の改善を高麗政府に指示する間接的なものが中心と

なるが、理念的には高麗の民も等しく元朝皇帝の「赤子」であり
128、

ときには直接的なは

たらきかけがなされることもある。例えば元宗15年 (1274)に は軍糧確保を目的とした「勧

課農桑」の詔が下され、元の将官洪茶丘に農事の提点 (点検調査)が命 じられた
129。 この

ときは高麗政府が、自身の管掌事項であるとして反姑し
130、

実施されなかった模様だが、忠

烈王 9年 (1283)に は元の中書省が高麗各道に勧農使を遣わしたようである
131。

また1272

年と1291～ 92年には高麗の食糧難に際して元から賑Jlm米が供給されている
132。

ただし元の介入が旧習の改変にいたることはなく、幾度か試みられた奴婢制度の改変も、

高麗側の反発によりことごとく頓挫 した
133。

4-4.軍 備

前述のごとく第一次日本遠征の前後に高麗に進駐した元軍は1278年 に敏収した。ただし

これは高麗での駐軍の全面禁止を意味するわけではないようである。1281(一説に1282)
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年に元は対 日防衛のため金州に兵500を 配し
134、

同年さらに合浦に兵300騎 を屯成させた

が
135、

翌年にも対日防衛を理由に合浦と王京にそれぞれ兵340名 と60名 を遣わしている
136。

このうち合浦の軍は忠烈工13年 (1287)に帰遠を命じられたことが確認され
137、

金州や王

京の駐軍もある時期に解消されたとおもわれるが、1278年以降も必要に応 じて元軍が高麗

国内に配備されているのである。

高麗と元の関係が深まる以前、元はしばしば高麗人の武器保持を制限した。元宗12年

(1271)、 元中書省は高麗人が元の兵器や馬を貿易することを禁じ
138、

また高麗駐在の副ダ

ルガチ焦天翼は私家での兵器保持を禁じ、珍島の三別抄攻略に使用した兵器は元の屯田軍

のもとに収めるように指示 した
139。

忠烈王元年 (1275)に はグルガチ黒的が弓矢の所持を

禁 じ
140、

翌年にも軍士以外の弓箭・兵器の所持を禁じた
141。

忠烈王 2年 (1276)に は “貞

和宮主が元から興入れしたクツルクケルミシュ公主を呪記 し、王族の斉安公淑や金方慶ら

43名が不軌を謀つている"と 証告する匿名の投書があったが
142、

元朝政府はこれを信じた

ようで、翌年ダルガチに指示 して高麗人の弓箭所持を禁じている
143。 これにより内外人戸

の弓箭を打捕戸 (狩猟戸)にいたるまで没収 したため、第二次日本遠征に際してはその不

足が問題になった
144。

高麗と元の関係が本格的な安定期に入つた至元18年 (1281)で さえ、

高麗が封日防備のため沿海に築城することを元は許可しなかった
145。 こぅした軍備制限に

対 し高麗側が積極的に抵抗 した形跡は確認されない。ただ同じような指示が繰 り返された

ことから、むしろこれらが一過性の措置だつたことも窺われよう。

その後ながらく高麗の軍備に元が制限を加えることはなかったが、後至元 3年 (1337)

にいたり、元は漢人・南人・高麗人の武器と (お そらくは元の)官員以外の馬の所持を禁

じた
146。

直接の契機は不明だが、高麗を狙い撃ちにしたものではなく、おそらく当時にお

ける元の民衆支配の全般的動揺を背景とするものであろう
147。 これに対 して高麗では、百

官の勤務に支障が生じたため、征東行省を通じて「世祖皇帝不改土風之詔」にもとづき兵

器の保有と百官の騎馬の許可を奏請し
148、

元側もこれを了承 した
149。

4… 5.礼制

忠烈王即位後、元の指示により官制が改編されると同時に、儀制においても僣擬の改定

が行われた。 S高 麗史』巻69・ 礼志・嘉礼雑儀・仲冬入関会儀によると、忠烈王元年

(1275)、 人関会における金鼈山額の「聖寿高年」を「慶暦千秋」に変え、「一人有慶」「入

表来庭」「天下太平」等の字句も改めた。また「万歳」は「千歳」に変え、登路を黄土で

鋪することも禁じた。人関会は高麗王が王室祖先や天霊・山川神等を祀る国家的祭儀であ

り、外国人の朝賀儀礼が行われるなど、高麗王権の荘厳を高める場であった
150。

それゆえ

天子・皇帝の格を具備した高麗の君主に相応 しい用語が用いられたわけだが、これが一変

し、14世紀前半の人関斎疏では「上国」 (元)の徳を称える文句が記されるようになって

いる
151。
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忠烈王 4年 (1278)に は高麗の官人である章得儒・慮進義が元将洪茶丘に対 し高麗の国

家的仏会である談禅法会が上国を呪う行事であるとの証告を行った
152。

得儒 らの行動は高

麗の重臣金方慶への私怨に端を発するものだったが
153、

国王はただちに上書して弁明を行

ぃ154、
忠烈王 6年 (1280)に いたって元は再開を詐可した

155。
ただし姜好鮮 [2000:13]

は、実際にはそれ以降、談禅法会は開催されなかったとの見方を示 している。

その後も大徳 3年 (1299)に は忠烈工が檀に皇朝帝系を写 したこと、「赦九死」の奨諭

(功労者に射 し死罪を九回赦す特権を認めるもので、モンゴルでは皇帝の勅許にかかる)

を行ったこと、自ら暦日を作製 したこと等の問題が元側より提起された
156。

忠烈王27年

(1301)に は国王の大会における「三挙浄穀」「山呼万歳」が天子の儀制の如 くであると元

から指摘され
157、

王の服色を之責から結抱に、また責傘を紅傘にかえ、さらに罪踏警躁の

礼を除く措置がとられた
158。

しかし忠烈王30年 (1304)、 燃燈会の奉恩寺参詣にあたり、

元使塔察児・王約から王の服と傘について「朝廷未だ明禁あらず」との言質を得、再び黄

抱・黄傘を使用するにいたった
159。

また忠烈王33年 (1307)に は寿元天聖節の称が僣擬に

あたるとして誕日に改めている
160。

服制では胡服・弁髪の導入が問題となった。元宗13年 (1272)、 日本遠征準備の名目で元

での宿衛から一時帰国した世子 (のちの忠烈工)は胡月長・弁髪のすがたを現して国人を慨

嘆させた
161。

当時は国王元宗もモンゴル風の髪型を忌避していたが
162、

忠烈王が襲位する

際も、李承体は「本国衣冠典礼始末」を上言し、また世祖も「凡そ祖宗の定制、或いは墜

失すること母 く、旧に依 り之を行え」と命じていた
163。

しかし王は即位するや臣僚にもモ

ンゴル風の髪型 (開剃、怯仇児)を 求め
164、

多 くの臣僚がしたがった
165。

衣服についても

忠烈王の即位当初は元宗魂寝の僚属と国子監員等について旧服の着用が特に指示されもし

たが
166、

忠烈王 4年 (1278)に いたり「上国衣冠」の着用が境内に発令された
167。

ところ

がこの年、王がそのむねをクビライに報告するや、世祖は逆に高麗旧来の「礼」を遵守す

るように諭したのである
168。

このように元は胡月又を強要しなかったが、忠粛王 2年 (1315)に 貴賎の服色を詔したよ

うに
169、

身分秩序に関わる色遣いには元制の遵守を求めたらしく、この点は前述のように

王服に関しても窺われる。ただ高麗人がイ固人として胡服を着用することまでが禁じられた

わけではなく、1351年 に即位 した恭愁王も、当初は胡月R・ 弁髪のすがたであった
170。

4-6.刑 獄

司法における元の干渉は、まず政府上層部に関わる重大事件の処決にあたり元の承認を

得るよう求めた点が注目される。1269年の権臣林行による国王廃立事件において、元は、

国王の資質に問題があれば元に報告して指示を仰 ぐべきことを指摘 した
171。

また1277～78

年の金方慶証告事件に際しては、李冷昴喜・李糟など証告者に近い人々が忠烈王により粛清

されたが
172、 これに対 して世祖は、高官を罪責する場合は元に申奏 したうえで処断するよ
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うに求めている
173。

1298年 に忠宣王が廃位された理由も、官員への厳しい用刑に一因があ

り、元は、官員の罪は仔細を聞奏し、ただちに殺鉄してはならないと指示している
174。

またダルガチや、元から増派された征東行省官が駐在した時期は、かれらが高麗の司法

に関わることがあり
175、

それ以外の時期でも、高麗支配層の内紛や元の権勢家の縁故者が

関わる事件に関しては、元が使臣を派遣して取り調べにあたらせることもあった176。

一方、法運用をめぐっては、次第に元朝法と高麗法の併用にともなう混乱が生じるよう

になった。14世紀前半に活躍した李穀は次のような状況を指摘している177。

(上略)比来政出多門、人不奉法、或於用刑之際、縄之以元朝之法、則有司供手、而

不敢言、或日世皇有訓、母変国俗、或日普天之下、莫非王土。今欲上不違条格、下不

失旧章、使刑法帰一、而人不荷免。(下略)

用刑に際して執政者が元朝法を適用すれば、担当機関も反論できず、場当たり的な法逗

用が行われているというのである。また李穀は次のようにも記す
178。

(上略)省吏之執通制者則日、普天之下、莫非王土、国臣之持旧法者日、世皇有訓、

不改土風。 (下略)

征東行省の官吏には高麗も元の王土であるとの立場から元朝法 (通制)を重視する者が

いるのに対し、高麗政府の臣僚には不改土風の詔をたてに高麗の「旧法」遵守を主張する

者がいるという。元朝法の重視は、元朝中央政府や、征東行省の長官である高麗王の指示

とは限らない。行省の官吏には元の人士が任用されることもあるが、かれらにとって元の

地方機関である行省の職務を元朝法により行うことは自然だろうし
179、

高麗政府の官員や

そこから征東行省に任用された者が元の影響下でそうした志向をもつこともあり得る
180。

ただし李穀が元朝法と高麗法の相剋を論じた主眼は、そのどちらを優先するかではなく、

両者をいかに「帰一」 (調和)させるかという点にある。元朝法の影響は事元期以降も朝

鮮初期まで残つてゆくが、14世紀前半より官人生活をおくり1380年 に死亡したテ核が、「通

制条格」 (元の法規・判例)と 「本国判旨」 (高麗の法規・判例)の双方に深 く「留意」し

たと称えられることからも
181、

李穀の模索した課題が依然懸柔であったことが窺われよう。

5。 おわりに

本稿では、対元関係のなかで高麗の在来王朝体制が保全された政策決定の形式的枠組み

を、高麗が元に帰服した当初に王国とその旧習の保全に関する勅許を世祖より獲得し、そ

の後様々な事案が発生するなかで、結果的に、先例を踏襲する判例を積み重ねていったプ

ロセスとして理解した。もとより個別の局面では様々な問題が考慮されたはずで、世祖の
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意思であること自体が全面的な規定性を有したとは限らないと考えられるが、先例を踏襲

することから生まれるメリットを重んじる方向性が選択されたといえよう。

しかし両国間の宗属関係は、それ以前に高麗が経験 した冊封関係とは大きく異なり、元

の支配の実質性がめだつ。高麗の内政に対 して直接的な干渉がくりかえされ、多様な物資

の提供と軍事協力に応 じなくてはならなかった。そして保障されたはずの旧習も、実際に

は元の意向が関わるなかで僣擬問題をはじめとして様々な変更が加えられた。ただし元側

が問題点を発見し、変更を求めるタイミングは、事案により様々であり、これに対する高

麗側の諾否の反応とそのタイミングも様々であった。高麗側の自主規制が元側によって必

要なしと判断されることもあった。不改土風の原則の適用・不適用の範囲ははじめから明

確な輪郭をともなっていたのではなく、両国の時時の認識と判断が交錯するなかで取 り扱

われていったのである。そして元の政治秩序と社会環境が高麗にも徐々に浸潤 してくるこ

とにより、所領支配のあり方にも一部変容を生 じるようになった。

ただ高麗に関しては、服属国に対する定例要求のうち、グルガチが長く常駐せず、戸口

調査とこれにもとづく直接的な課税が免除されるなど、より間接的な支配形態であったこ

とが、伝統的な冊封体制に近い状況を作り出していると考えられるかもしれない。しかし

ユーラシア全体をみわたせば、これは必ずしも特殊な事例とは限らない。ルーム=セ ル

ジュークやキリキア=アルメニアでは、戸口調査やこれにもとづく直接的な徴税を免除さ

れたことがある (ま たはその可能性がある)182。 またキリキア=アルメニアやグルジアに

グルガチが常駐したとの事実は、各工朝に対するモンゴルの支配を論じた研究
183の

なかで

も、とくに報告されていない。ルーム=セルジュークやヘラートのクルト朝も、のちには

フレグ・ウルスから行政官が送られたこともあるが、そうなるまでに30年前後の歳月を要

している184。
そもそも高麗についても、征東行省官という形で元の行政官が送りこまれる

ケースをはじめ、グルガチ撤収後も元朝官人の直接的干渉から完全に自由になつたわけで

はない。徴税、戸日調査、グルガチの設置なども、適用・不適用とそのタイミングは、ケー

スに応じて個別に判断される性格のものだったと考えられる
185。

結局、元における高麗在来王朝体等1の保全とは、中国伝統の華夷秩序や冊封体制の再現

というより、相手国に対し一定の実質的影響力を保ちつつ、比較的高度な自律性と独自性

を認めるというモンゴルの征服地支配の一般的方式が、冊封・賜印・頒暦など一部の形式

において中国風のタト皮をまとって表れたものとみるのが、実態に近いのではないだろうか。

ただし付言すると、これは基本的に本質論として、あるいは少なくともモンゴル最高支

配層からみた状況像であり、元の漢文化人や高麗支配層の目にどのように映ったかは別問

題である。すでに拙論 [2004b]で 指摘したように、高麗の支配層には元を中華の正統と

して位置づけるむきがあったし、元側でも漢文化人を中心に伝統的な中国の文物でもって

政権を装飾しようとしていたことは確かである。そのような要素は、自明かつ絶姑的なも

のではなくなったにせよ、高麗―元関係においてなお一定の重要性を保ったと考えられる。
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とはいえ、本質上の問題と認識上の問題は、ひとまず厳密に区別すべきであろう。

1)本稿では高麗が元の強い政治的影響下におかれ事大外交を行った1260～ 1356年 間を事元期と

称する。

2)Hambis1957:薫 1983;金恵苑1989;周 1989;森平1998a l森 平1998b。

3)森平2001。

4)北村1964i高 柄朔1970b;張1994:第 2章。

5)森平2004a。

6)森平2002。

7)張1994:178-184;喜 吉2003;金渭顕2004375-385。

8)叶考フ1199419。

9)李穀『稼亭集』巻 8・ 代言官請罷取童女書。

10)ラ シード=ア ッデイーン RashTd al―Dln『集史 Jtrn,'αJ▼あ万r流力』クビライ=カ ーン紀第 2部

「キタイ地方のアミールたち、ワズィールたち、ビチクチたち、及びかれらの官職、かれらに定

められている規定と規則、その集団の呼称の詳細の記述J(四 日市康博訳)。

11)李益柱1996bは、李の博士学位論文 [1996a]の 1章 を学術誌に掲載 したものであり、本稿で

1ま 「世祖旧制」論を前者によって紹介、検討する。

12)『高麗史』巻23・ 高宗世家・26年 (1239)4月 ・8月 、27年 9月 、同書巻24・ 高宗世家・38年

(1251)10月 乙巳、『元高麗紀事」太宗11年 (1239)5月 1日 、同書・己酉年 (1249)8月 15日 な

ど。

13)『高麗史』巻26・ 元宗世家・5年 9月 庚子、『元史』巻 5'世祖本紀・至元元年10月 壬寅、『元

高麗紀事』中統 5年 8月 11日 。

14)1240年 のオゴデイの詔では、「遷出海島J(海島から本上に戻ること)、 「点数民戸」(戸数を報

告すること)、 「出禿魯花」 (質子を提出すること)、 「捉拿有過之人」 (モ ンゴルに対し罪がある

者を逮捕すること)の要求が「四事」と称されているが (『元高麗紀事』太宗12年 5月 )、 4項

目の要求というだけの意味である。ここには定例の要求以外に、高麗の個別事情に即 した事項

も含まれている。また1253年 にモンゴルが高麗を問貢した「六事」(『高麗史』巻24・ 高宗世家・

40年 8月 戊午)な どは、内容に関する言及が史料中にないため、その具体的内容を特定するこ

とはできない [森平2004a:108-109,■ 6]。

15)Cf森平2004a10許 109,n6;沼 三号2007:9395。

16)Allsen1983:261:Allscn1987:115。

17)『高麗史』巻25・ 元宗世家 。3年 (1262)12月 乙卯。

18)高麗王が元の指示により親朝した例を『高麗史』世家から抜き出すと、元宗が1264年 、1270

年、忠烈王が1278年 、1280年 、1287年 、1302年 、1305年 、忠粛王が1321年 、1336年 となる。そ

の他に、高麗側の意志で王が親朝したケースや、工が退位とともに召喚されたケースがある。

なお元の指示による親朝経験のない王の場合、忠宣王は在位期間をほとんど元廷で過ごし、そ

もそも常時入朝した状態だったこと。忠恵・忠穆・忠定王は在位期間が短いこと。恭愁王は在
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位 5年 目から離元政策に転 じたことに注意する必要がある。

19)池内宏1963b。

20)叶悉赳2000:204-207。

21)『高麗史』巻79・ 食貨志・戸口・忠烈工18年 (1292)10月 。

22)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・4年 7月 戊成。

23)F高麗史』巻28・ 忠烈王世家 ,4年 7月 乙酉。

24)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家 ,4年 6月 丁丑。

25)F高麗史』巻28・ 忠烈王世家 ,4年 7月 戊成。

26)『元高麗紀事』大徳 4年 3月 。

27)叶考旭2000:204-214。

28)後註41～45に あげた諸論考が示すケースを参照のこと。

29)例 えば1302年 に提起された征東行省廃止案に対する忠烈王の反論では、「当職をして旧に依り

征東省の事を行わしめ、専 ら東方極辺の未だ附せざる日本国の辺面を威鎮する勾当を委」され

たしと述べる (『高麗史』巻32・ 忠烈王世家・28年是歳)。

30)F稼亭集』巻 8・ 代言官請罷取童女書、F高麗史節要』巻25・ 忠粛王後 4年間12月 。

31)『元文類』巻■、『高麗史』巻33・ 忠宣王世家・ 2年 7月 乙未。

32)F高麗史』巻108'金之淑伝。また使行の年は『高麗史節要』巻21・ 忠烈王21年 7月 より判明

する。

33)『元史』巻30・ 泰定帝本紀・泰定 3年正月丙午、致和元年正月乙丑、同書巻36・ 文宗本紀・至

順 3年正月辛未。

34)森平2004a。

35)Cf.仁井田1980:529-539i宮崎 199を 13卜1開 ;植松 1993:410;杉 山1995,19牛196i杉 山

2004:372。

36)『高麗史節要』巻25・ 忠粛王後 4年 (1335)8月 に引 く元の詔において、高麗王に対し「―に

世祖皇帝の聖訓を遵び、旧章を祗率し、邦家を整治せよ」と述べられるように、世祖の “おおせ"

が世祖代の体制全般に結びつけて述べられることもある。 しかし李益柱が述べる限定的な内容

を超えた、より包括的な範疇となる。

37)征東行省とは別個に、高麗工回として元に賀使を派遣していたこと [北村1964H;森平200盈

125]な どは、その端的な表れである。

38)Cf.堀 1993。

39)13世 紀末以降、史実と異なり、高麗がモンゴル・元に率先帰服したとの見方が一般化する [森

平1998π 29]。

40)F高麗史』巻25・ 元宗世家・元年 (1260)3月 丁亥。

41)Ci耳 ヒナ|11975,耳ヒ)I11976;】ヒ)111977;】ヒナI11978;ヨヒナ111979;】ヒナI11997。

42)Ci井谷1980;井谷1985;井谷2002。

43)Ci海老沢1976。

44)Ci加藤1981;加藤1985:加藤1988;加藤1989;加 藤1993;栗生沢2007。

45)Ci佐 口1943a i佐 口1943b i安部1955;梅村1977,Allscn1983;松 井2002。

46)Ci沈2002:A415君 。
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47)王印に関して沈載錫 [2002:23辟 239]は、冊封における賜印は元制の特徴とするが、高麗王

が契丹や金から冊封された際にも印綬・金印を下賜されたことは、『高麗史』の記事に明らかで

ある (c.g.巻 6・ 靖宗世家・9年 (1043)11月 丁亥、巻17・ 仁宗世家・20年 (■42)5月 戊年)。

またモンゴルにもタムガ tamγ aと いう在来の印制があるが、元宗にはじめて工印が下賜された

際には封冊とセットであたえられていることや (『元史』巻 4・ 世祖本紀・中統元年 (1260)6

月是月)、 その直後にモンゴル諸王に対しても中国の古制に則つた王印の授与が開始されている

ことから (王揮『秋潤先生大全文集』巻80「中堂事記」中統 2年 (1261)5月 9日 )、 当初から

中国の古式を継受する印章であった可能性が高いとおもう。詳細な形状は不明だが、忠烈王代

に両国王室間の通婚にともない附馬高麗国王の称号が生まれてからは、金印獣鉦が用いられて

いる [cf森平1998a]。

48)実際、モンゴル王侯間の抗争によって本領を失った後のウイグル国王や、ヴェトナムの亡命

王族を封じた安南国王のように、元の支配下には王国としての実体をもたない国王も存在した。

49)『高麗史』巻25・ 元宗世家・元年 4月 丙午。

50)[秋澗先生大全文集』巻82「 中堂事記J中統 2年 8月 10日 。

51)『高麗史』巻28・ 忠烈工世家・元宗15年 (1274)8月 己巳。

52)『高麗史』巻37・ 忠穆王世家・忠恵工後5年 (1344)4月 丙成。

53)Cf森平2001。

54)『高麗史』巻25・ 元宗世家・元年 (1260)4月 丙午。

55)森平1998疵 9-18。

56)『稼亭集』巻 8・ 代言官請罷取童女書。

57)『高麗史」巻131・ 奇轍伝。

58)『高麗史』巻125。 柳清臣伝。

59)『高麗史』巻36・ 忠恵王世家・忠粛王17年 (1330)閏 7月 戊子。

60)『益斎乱藁』巻 6・ 在大都上中書都堂書。

61)『高麗史』巻36・ 忠恵王世家・忠粛王17年 間7月 戊子、『益斎乱藁』巻 6。 在大都上中書都堂

垂

62)『元高麗紀事』中統元年 6月 、『高麗史』巻25・ 元宗世家・元年 8月 壬子。

63)『高麗史』巻108・ 金之淑伝。年次は『高麗史節要』巻22・ 忠烈王26年 10月 より判明。

64)[高麗史』巻106・ 李承休伝。

65)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・4年 7月 甲申。

66)『安南志略』巻 2・ 大元詔制 。中統元年十二月初三日世祖聖徳神功文武皇帝旨論安南国陳日爽

詔。

67)北村1967i高柄朔1970b:23卜 250i沼 司起1994。

68)『高麗史』巻35・ 忠粛王世家・後 5年 10月 壬辰。

69)こ の問題に関する以下の叙述は池内1931189-178、 及び池内1963bに もとづく。

70)張1994:第 2章,Ⅱ 。なおここでは、任命された行省官が高麗に赴任しなかったケースや、高

麗での勤務を確認できない時期は除外している。

71)『高麗史』巻30'忠烈王世家 。19年 (1293)7月 甲成。

72)こ の問題に関する以下の叙述については、次の論考を参照。池内1963a i高 昌錫1984i金九鎮
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1989;方1990;方 1997a;方 1997b i高 昌錫1998:大 葉1999i金日宇200G第Ⅳ章 :呵 狙d2004:

沼金朴2006:第 1節。

73)『元高麗紀事』至元 6年二月2日 。

74)Cf梁 1956;瑠 金朴2004;瑠 金朴200G第 2節。

75)『元高麗紀事』中統元年 4月 2日 、『高麗史』巻25・ 元宗世家・元年 4月 辛酉。

76)『高麗史ど巻25・ 元宗世家・元年 9月 甲午。

77)『高麗史』巻27・ 元宗世家・12年 (1271)6月 戊申、同8月 是月、13年正月庚申。

78)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家 ,4年 7月 壬辰。

79)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・4年 7月戊成、辛丑。

80)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・4年 7月 辛丑、9月 辛卯。

81)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・4年 7月 丁未。

82)『高麗史』巻29,忠烈王世家・5年二月丙寅。

83)『高麗史』巻29・ 忠烈王世家・5年二月戊辰。

84)『元史』巻 7・ 世祖本紀・至元9年 12月 辛丑。

85)[高麗史』巻77・ 百官志 ,諸司者Б監各色・済州逃漏人物推刷色。

86)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家 ,2年 7月 丁酉、同巻30'忠烈王世家 。19年 6月 乙卵。

87)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・2年 8月 己丑。

88)『高麗史』巻30・ 忠烈王世家 ,12年 7月 甲戊。

89)『高麗史』巻31・ 忠烈王世家 。22年 7月 丙申。

90)『高麗史』巻32.忠烈王世家 。28年 8月 乙酉。

91)『高麗史』巻37・ 忠穆王世家・3年正月壬申。

92)『高麗史』巻30・ 忠烈王世家 ,13年 5月 壬寅。

93)『高麗史』巻29・ 忠烈王世家・5年 10月 己亥、『高麗史節要』巻20・ 忠烈王 5年 10月 。

94)『高麗史』巻30。 忠烈t王世家 ,19年 7月 甲戊。

95)高昌錫1985。

96)『高麗史』巻37・ 忠定王世家・元年 9月 甲戊。

97)『益斎乱菓』巻 7・ 光藤大夫平章政事上洛府院君方公祠堂碑。

98)森平1998b:64-75。

99)『高麗史』巻28'忠烈王世家 ,元年10月 庚戊。

100)『高麗史ど巻28・ 忠烈王世家・元年10月 壬成、11月 癸酉。

101)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家 。2年 3月 甲申。

102)『高麗史』巻33・ 忠宣王世家 ,忠烈工24年 5月 辛卯。

103)『元高麗紀事』大徳3年 (1299)正月10日 。

104)『高麗史』巻31'忠烈工世家・25年 4月 辛亥。

105)。i釧 千1994。

106)F高 麗史』巻32・ 忠烈王世家 。27年 4月 己丑。

107)『高麗史』巻32・ 忠烈王世家・27年 5月 丙午。

108)[高麗史』巻57・ 地理志・慶尚道・梁州。

109)『高麗史』巻33・ 忠宣王世家・忠烈工34年 11月 辛未。
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110)『高麗史』巻33・ 忠宣王世家・元年 3月 丁未。

111)『高麗史』巻33・ 忠宣王世家・2年 8月 丙辰、『高麗史節要』巻23・ 忠宣王2年 8月 。

112)『襟翁稗説』前集1に収める中官李大順の逸話、『高麗史』巻120・ テ紹宗伝、同書巻122・ 李

大順伝。

113)F高麗史』巻27・ 元宗世家 。13年 (1272)4月 庚寅。

114)『高麗史』巻29・ 忠烈王世家・5年 5月 是月。

■5)『高麗史』巻29'忠烈王世家 ,7年 9月 癸未。

116)『高麗史』巻30'忠烈王世家 。19年 3月 乙酉。なお、これに関連して注目されるのは忠烈工34

年 (1308)の 文散階改定である。矢木毅 [2006]に よれば、このとき官僚身分における卿・大

夫・士の階層区分が一品ずつくりあがり、卿が二品以上、大夫が四品以上、上士が六品以上と

なり、かかる構造が朝鮮朝に継承されたという。この改定理由について矢木は元制との調整と

いう点をあげているが、その際、高麗の最高官府である都会議使司が元の従二品に位置づけら

れていたこととの関係も考慮する必要があろう。

117)『高麗史』巻108・ 金恰伝。

118)『高麗史』巻84・ 刑法志・公牒相通式・外官。

119)至元18年 (1281)付 け淳昌城隆大王封爵貼、淳昌城隆大工神尊号貼 (1297年頃)、 至正17年

(1357)付 け全羅道按廉使宛て僧録司貼。なお元より忠恵王に降嫁された徳寧公主の発令文が吏

読で記されていることも、高麗在来の慣習の根強さを窺わせる。以上の文書史料の写真・録文・

内容については、ひとまずヒ・叶・立 。と 。と 。到・。i2000を参照。

120)森平2007:10併 126。

121)『高麗史』巻36・ 忠恵王世家・後4年 11月 甲申。

122)『高麗史』巻113・ 安遇慶伝。

123)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・元年10月 庚戌。

124)F高麗史ど巻33・ 忠宣工世家 ,忠烈王34年 11月 辛未。

125)『高麗史節要』巻23・ 忠烈王34年間11月 。

126)『高麗史』巻32・ 忠烈王世家・27年 (1301)4月 己丑にも「本国歴数十年、未嘗加於賦役」と

ある。

127)『高麗史』巻30'忠烈王世家・12年 4月 甲辰。

128)『高麗史』巻29'忠烈王世家 ,6年 (1280)3月 壬寅、同書巻37・ 忠穆工世家・忠恵王後5年

(13獲)4月 丙戊。

129)『高麗史』巻27・ 元宗世家・15年 5月 庚子、『元史』巻154・ 洪福源伝附洪俊奇伝。

130)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・元宗15年 12月 乙巳。

131)『高麗史』巻29・ 忠烈t王世家 。9年 10月 癸未。

132)『元史』巻7'世祖本紀・至元9年 6月 甲年、F高麗史』巻30・ 忠烈工世家・17年 6月 甲申、

18年間6月 辛卯。

133)大田1993:北村19641併19:金畑秀1996。

134)『元史』巻11・ 世祖本紀では至元18年 (1281)正月壬子、『元高麗紀事』では至元19年正月15日

にかける。なお『元史』巻208・ 高麗伝では後者の説により繋年する。

135)『高麗史』巻29,忠烈王世家・7年 6月 丙戊。

―-166-―



事元期高麗における在来王朝体制の保全問題

136)『高麗史』巻29・ 忠烈王世家 ,8年 4月 戊成。

137)『高麗史』巻30。 忠烈王世家・13年 3月 庚申。

138)『高麗史』巻27・ 元宗世家 ,12年 3月 丁丑。

139)『高麗史』巻27・ 元宗世家 。12年 10月 甲辰。

140)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・元年 5月 壬辰。

141)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・2年■月丙辰。なおこれらグルガチによる武器所持禁上につい

て、池内宏 [1963b:115]は、漠人に対してとられた措置を高麗にも適用したものにすぎないと

する。

142)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家 。2年 12月 丙子。

143)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・3年正月甲寅。

144)『高麗史』巻29・ 忠烈王世家・6年■月己酉。

145)『元史』巻■・世祖本紀・至元18年 11月 己巳。

146)『元史』巻39・ 順帝本紀・後至元3年 4月 癸酉、『高麗史節要』巻25'忠粛王後6年 5月 、F高

麗史』巻35・ 忠粛王世家 ,後 6年 5月 庚戊。

147)『元史』巻39・ 順帝本紀によれば、この年は前半期だけでも、正月に広州で朱光卵lが反して大

金国を称し、2月 には汝寧で棒胡が、広西では絡族が叛乱を起こした。 4月 には合州で韓法師

が南朝趙工を自称し、恵州では上記の朱光卿に呼応する叛乱が起こり、 5月 には西番 (チベッ

ト)で叛乱が起こるという有様であった。またこうした社会不安の背景として各地の自然災客

と飢饉も深刻であったという。

148)『高麗史』巻35・ 忠粛王世家・後 6年 5月 庚成、戊午、『高麗史節要』巻25・ 忠粛王後6年 5

月、『稼亭集』巻10・ 謝復弓兵馬匹表。

149)F元史』巻39・ 順帝本紀・後至元 3年 8月 癸未、F高麗史』巻35・ 忠粛王世家・後 6年 12月 癸

酉。なお後至元 5年 (1339)に も漢人・南人・高麗人を対象に武器所持禁止令が出されたが

(『元史』巻40・ 順帝本紀・後至元 5年 4月 己酉)、 高麗政府の対応は確認できない。あるいは姑

象外だったのであろうか。

150)奥村1979。

151)『稼亭集』巻10・ 八関斎疏。

152)『高麗史』巻28'忠烈t王世家 ,4年 3月 戊戊。

153)『高麗史』巻104・ 金方慶伝。

154)『高麗史』巻28・ 忠烈t王世家 ,4年 6月 戊寅。

155)『高麗史』巻29,忠烈王世家・6年 3月 戊辰。

156)『元高麗紀事』大徳 3年正月10日 。

157)『高麗史』巻32・ 忠烈王世家 。27年 4月 己丑。

158)『高麗史』巻72・ 輿服志・儀衛・法鴛衛使・忠烈t王27年 5月 、同・冠服・視朝之服・忠烈工27

年 5月 。

159)『高麗史』巻32・ 忠烈王世家・30年 2月 丙申。

160)F高麗史』巻67・ 礼志・嘉礼・王太子節日受宮官賀井会儀・忠烈王33年 6月 丙午。

161)『高麗史』巻27・ 元宗世家・13年 2月 己亥。

162)『高麗史」巻28'忠烈王世家・元宗15年 12月 丁巳。

―-167-



『北東アジア研究』別冊第1号 (2008年 3月 )

163)『高麗史』巻106・ 李承休伝。

164)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家・元宗15年 10月 辛酉。

165)『高麗史』巻28・ 忠烈工世家・元宗15年 12月 丁巳。

166)『高麗史』巻28'忠烈王世家・元宗15年 12月 庚申。

167)『高麗史』巻28・ 忠烈王世家 ,4年 2月 丙子。

168)F高 麗史』巻28・ 忠烈王世家・4年 7月 甲申。

169)『高麗史』巻34・ 忠粛王世家・2年正月戊午。

170)『高麗史』巻106・ 李承休伝附李行宗伝。

171)『高麗史』巻26・ 元宗世家 。10年 8月 戊成。

172)『高麗史』巻28,忠烈工世家 ,4年 (1278)10月 甲寅、己未。

173)『高麗史』巻29・ 忠烈王世家・5年 (1279)正月戊辰。

174)『高麗史』巻31・ 忠烈工世家 。25年 (1299)4月 辛亥。

175)池内1963b:14-16;北 村196415-16。

176)例えば1303年の石冑陰謀事件 (『高麗史J巻 32・ 忠烈王世家 。29年 7月 乙丑、同書巻125'呉潜

伝附石胃伝)、 1347年 の奇三万獄死事件 (『高麗史』巻37・ 忠穆王世家 。3年 10月 甲午)、 1352年

の趙日新誅殺事件 (『高麗史』巻38・ 恭愁王世家・元年12月 癸卯)な どがあげられる。

177)『稼亭集』巻 1・ 策問。

178)『稼亭集』巻 9・ 送掲理間序。

179)『稼亭集』巻 9・ 送掲理問序には、かかる元人省官の発言が、「何ぞ中朝の法、東国に行わざ

るや」と記録されている。

180)高麗官人における元朝法と高麗法の相剋については金畑秀2001が論じている。

181)李稽『牧隠集』文藁巻18'披平テ公墓誌銘井序。

182)海老沢197&50-51,53-54、 井谷1980:122。 なお1246・ 47年頃アルメニアに対して認められた

とされる免税について、海老沢は関係史料の信憑性に疑問も呈し、その理由として、西アジア

の他のモンゴル支配地で戸口調査にもとづく課税が実施されたのが1250年代である点と、モン

ゴル側が税収を簡単に手放すとはおもえないという点をあげている。しかし高麗がそうである

ように、直接的な徴税でなくとも、間接的な貢納を通じて収奪することは可能であるし、現に

課税が行われていない時点で将来にわたる免税を約束することも、一種の特恵授与として必ず

しも不自然ではないとおもう。

183)北川1975;海老沢1976;北川1976:北川1977;北川1978:北 川1979;北 川1997。

184)井谷1980;井 谷1985;本田1991,井谷2002。

185)高麗に対し課税が行われなかった理由には、さしあたり次の可能性が考えられる。①定期・

不定期の貢納が充分な経済的負担とみなされた。②高麗王がモンゴル帝室の附馬となったことで、

その領民がモンゴル王侯の直属私隷民 [cf.海 老沢1966]に準ずるものとして課税姑象外になっ

た。③軍事協力 (対 日防衛)を もって経済的負担に代替した。なお③については、14世紀前半

にルーシ諸国に対するジョチ・ウルスの徴税方式が間接化―一徴税官を廃してルーシ諸侯に委

任一―する背景に、新興のリトアニアに対する抑えとしてルーシ (特にモスクワ)を利用する

狙いがあったという栗生沢猛夫 [2007:79弓 0]の推定も参考になる。
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